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第 23 非常電源 

 

１ 非常電源の設置種別 

 ⑴ 設置可能な非常電源の種別は、消防用設備等に応じ、第 23－１表によるものとする。 

 

第 23-１表 

非常電源を必要とする 

消防用設備（特殊消防用設備）等 

非常電源 

専用受電設備 

自家発電 

設備 

蓄電池 

設備 

燃料電池 

設備 

容量 

(有効作動時間) 

屋内消火栓設備 

○(注１) ○ ○ ○ 30分間以上 

スプリンクラー設備 

（特定施設水道連結型ＳＰ設備を除く。） 

水噴霧消火設備 

泡消火設備 

特定駐車場用泡消火設備 

屋外消火栓設備 

不活性ガス消火設備（移動式を除く。） 

― ○ ○ ○ 60分間以上 ハロゲン化物消火設備（移動式を除く。） 

粉末消火設備（移動式を除く。） 

自動火災報知設備 

○(注１) ― ○(注２) ― 10分間以上 非常警報設備 

(非常ベル、自動式サイレン又は放送設備) 

ガス漏れ火災警報設備 ― ○(注３) 
○(注２) 

○(注３) 
○(注３) 10分間以上 

火災通報装置 ― ― ○ ― 10分間以上 

誘導灯 ― ○(注４) ○(注５) ○(注４) 
20分間以上 

60分間以上(注６) 

消防用水に設ける加圧送水装置(注７) ○(注１) ○ ○ ○ 60分間以上 

排煙設備 

加圧排煙設備 
○(注１) ○ ○ ○ 30分間以上 

連結送水管に設ける加圧送水装置 ○(注１) ○ ○ ○ 120分間以上 

非常コンセント設備 ○(注１) ○ ○ ○ 30分間以上 

無線通信補助設備 ○(注１) ○ ○ ○ 
30分間以上 

120分間以上(注８) 

総合操作盤 ○(注１) ○ ○ ○ 60分間以上 

パッケージ型自動消火設備 ― ― ○ ― 
60分間＋10分間以上 

(注９) 

(注１) 特定防火対象物（小規模特定用途複合防火対象物を除く。）で、延べ面積が 1,000㎡以上の場合は、設置不可 

(注２) 直交変換装置を有しないもの 

(注３) 二回線を１分間有効に作動させ、同時にその他の回線を 1分間監視状態にすることができる容量以上の容量

を有する予備電源又は直交変換装置を有しない蓄電地設備を設ける場合は設置可能 

(注４) 20分間を超える時間における作動に係る容量 

(注５) 直交変換装置を有しないもの（20分を超える時間における作動に係る容量のものを除く。） 
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(注６) 平成 11年消防庁告示第２号第４に該当する防火対象物 

(注７) 第 17 消防用水 ５⑽アにより設けるもの▲ 

(注８) 第 22 無線通信補助設備 ８⑻イによる容量▲ 

(注９) 監視状態を 60分間継続した後、作動装置等の電気を使用する装置を作動し、かつ、音等を 10分間以上継続

して発生させることができる容量とすること。 

備考：欄中の―は、非常電源として設置ができないものを示す。 

 

 ⑵ 非常電源に自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備によるものとしなければならな

い防火対象物 

  ア 第 23－１図の例に示す政令別表第１⒃項イに掲げる防火対象物の場合、屋内消火栓設

備の設置に関する基準については政令第９条の規定が適用され、特定用途（同表⑶項ロ

又は⑷項に掲げる防火対象物）ごとに延べ面積が 1,000㎡未満であるか 1,000㎡以上で

あるかによって非常電源の種別を選定することから、省令第 12条第１項第４号の規定の

かっこ書きの「延べ面積 1,000㎡以上」の判断は、屋内消火栓設備の設置が義務づけら

れている同表⑷項に掲げる防火対象物の延べ面積を指すものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 23－１図 

 

  イ 第 23－２図の例に示す政令別表第１⒃項イに掲げる防火対象物の場合、スプリンクラ

ー設備の設置に関する基準（政令第 12条第１項第３号）については政令第９条の規定が

適用されないことから、省令第 12条第１項第４号の規定のかっこ書きの「延べ面積

1,000㎡以上」の判断は、防火対象物の延べ面積を指すものであること。 

  ウ 政令第 11条第１項第６号の適用を受ける第 23－３図の例に示す政令別表第１⑷項に掲

げる防火対象物において設置する屋内消火栓設備の非常電源は、自家発電設備、蓄電池

設備又は燃料電池設備によるものとしなければならない。 
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第 23－２図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 23－３図 

 

  エ 第 23－４図の例に示す防火対象物において、政令第 19条第２項の規定により、一の建

築物とみなされ、屋外消火栓設備が設置される場合、すべての棟の特定用途に供される

部分の床面積の合計が 1,000㎡以上のあるときの非常電源は、自家発電設備、蓄電池設

備又は燃料電池設備によるものとしなければならない。 

    ただし、個々の棟の特定用途に供される床面積の合計が 1,000㎡未満の場合は、政令

第 32条の規定を適用して、非常電源専用受電設備によるものとすることができる。 
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第 23－４図 

 

２ 用語の定義 

  この項において用いる用語の定義は、次による。 

 ⑴ 「キュービクル式」とは、受電設備、自家発電設備、蓄電池設備若しくは燃料電池設

備、その他の機器及び配線を一の箱（以下「外箱」という。）に収納したものをいう。 

 ⑵ 「不燃専用室」とは、不燃材料で造られた壁、柱、床及び天井（天井のない場合にあっ

ては、屋根。以下この項において同じ。）で区画され、かつ、開口部及び当該区画を貫通す

る部分にアからエまでを設けた専用の室をいう。（第 23－５図参照） 

  ア 屋内に面する出入口及び窓の開口部は、常時閉鎖式の防火戸が設けられていること。

● 

  イ 屋内に面する換気口（ガラリ等）は、防火設備（火災により煙が発生した場合又は火

災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖するものに限る。）が設けられている

こと。 

  ウ 換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該不燃専用室の壁又は床を貫通する場合は、

当該貫通する部分又はこれに近接する部分に、防火ダンパーが設けられていること。 

  エ 屋外に面する開口部は、防火設備が設けられていること。 

 ⑶ 「不燃材料で区画された機械室等」とは、不燃材料で造られた壁、柱、床又は天井で区

画され、かつ、窓及び出入口に防火戸（屋内に面する窓及び出入口にあっては、常時閉鎖

式の防火戸に限る。）を設けた変電設備室、発電設備室、機械室（炉、ボイラーその他火を

使用する設備と共用する室及び可燃性の物質が多量にある室を除く。以下この項において

同じ。）、ポンプ室その他これらに類する室をいう。（第 23－６図参照） 

 

 

 



- 1015 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 23－５図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 23－６図 

 

 ⑷ 「耐火配線」とは、省令第 12条第１項第４号ホの規定による配線をいう。 

 ⑸ 「耐熱配線」とは、省令第 12条第１項第５号の規定による配線をいう。 

 ⑹ 「引込線支持点」とは、需要場所の造営物又は補助支持物に電気事業者又は別敷地から

架空引込線、地中引込線又は連接引込線を取り付ける電線取付点のうち最も電源に近い場

所をいう。 
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 ⑺ 「一般負荷」とは、消防用設備等の非常電源以外のものをいう。 

 

３ 非常電源専用受電設備 

  非常電源専用受電設備は、省令第 12条第１項第４号イの規定によるほか、次により設置す

ること。 

 ⑴ 構造及び性能 

   非常電源専用受電設備の構造及び性能等は、次によること。 

  ア 高圧又は特別高圧で受電する非常電源専用受電設備（以下「高圧受電設備」という。）

のうちキュービクル式の高圧受電設備は、キュービクル式非常電源専用受電設備の基準

（昭和 50年消防庁告示第７号）に適合するもの又は認定品のもの（以下「認定キュービ

クル等」という。）とすること。● 

    ただし、⑵ア(ｲ)及びイ(ｱ)に掲げる場所に設置する場合は、この限りでない。 

  イ 高圧受電設備は前アによるほか、次によること。 

    なお、高圧受電設備が認定品の場合にあっては、これらの基準に適合しているものと

して取り扱って差し支えない。 

   (ｱ) 非常電源回路には、各消防用設備専用の配線用遮断器を設けること。 

   (ｲ) キュービクル式（高圧又は特別高圧の受電設備として使用する機器一式を外箱に納

めたもので、受電箱（電力需給用計器用変成器、主遮断装置など主として受電用機器

一式を収納したもの）及び配電箱（変圧器、高圧配電盤、高圧進相コンデンサ、直列

リアクトル、低圧配電盤などを収納したもの）で構成されるもの）のものを使用し、

当該部分に、検針窓又は計器窓を設ける場合は、次によること。 

    ａ ガラス窓を設ける場合にあっては、金属製の網入りガラス（厚さ 6.8mm以上）又

はこれと同等以上の機械的強度及び防火性能を有するものを用いること。 

    ｂ 前ａに定める金属製の網入りガラスは、上下左右を金具で固定し、火にあぶられ

ても落下しない構造とすること。 

    ｃ 前ａに定める金属製の網入りガラスに防水処置が必要な場合に限り、パテ及びゴ

ムを使用することができるものとする。 

   (ｳ) 非常電源回路の配線用遮断器の二次側には、通電されていることを容易に確認でき

る非常電源確認表示灯（以下「確認表示灯」という。）を次により設けること。 

    ａ 確認表示灯は、配線用遮断器の二次側から分岐して設けること。 

    ｂ 複数の配線用遮断器を設ける場合は、確認表示灯をそれぞれの回路に設けるこ

と。 

    ｃ 確認表示灯回路には、適正なヒューズを設けること。 

    ｄ 確認表示灯は、取付け穴の直径（22.3mm以上）以上の大きさとすること。 

    ｅ 確認表示灯は、外部から容易に確認できる位置に取り付けること。 
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      なお、キュービクル式のものに確認表示灯を設ける場合は、次によること。 

     (a) 検針窓又は計器窓から確認表示灯を容易に確認することができる位置に設ける

場合は、第 23－７図によること。 

     (b) 確認表示灯の確認専用窓等を設ける場合は、(ｲ)に準じて設けるとともに、確

認表示灯の位置は(a)によること。 

    ｆ 確認表示灯の光色は、赤色とすること。 

    ｇ 確認表示灯のカバーには、建基令第１条第６号に定める難燃材料又はこれと同等

以上の性能を有する材料を用いること。 

    ｈ 確認表示灯回路には、点滅器を設けないこと。 

    ｉ 確認表示灯の直近には、非常電源の確認表示灯である旨を表示すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 23－７図 

 

   (ｴ) 非常電源と非常電源以外の電源（以下「一般負荷」という。）を共用するものは、

非常電源回路（非常電源回路に用いる配線用遮断器から電線引出し口までの間）を、

厚さ 1.6mm以上の鋼板又はこれと同等以上の厚さ及び強度を有する不燃材料（以下

「耐火鋼板等」という。）で、次により区画すること。（第 23－８図及び第 23－９図参

照）▲ 

     ただし、上下左右の方向に 150mm以上非常電源回路以外の配線用遮断器、その他の

機器及び配線と離隔する場合は、この限りでない。 

    ａ 配線用遮断器は、操作面及び裏面を除く上下及び左右の方向で、配線用遮断器の

外郭より 55mm以上離れた位置に赤色に塗った耐火鋼板等の区画（以下「隔壁」とい

う。）を設けること。 

    ｂ 非常電源回路に耐火電線の基準（平成９年消防庁告示第 10号）に適合する電線

（以下「耐火電線」という。）又はＭＩケーブル以外の電線を使用する場合は、電線
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被覆面の両側の位置に隔壁を設けること。この場合、隔壁は配線用遮断器の負荷側

からキュービクルの電線引出し口までの間とすること。 

      なお、端子台を用いて耐火電線と接続する場合は、JIS C2811（工業用端子台）に

適合した端子台を使用するとともに、隔壁は端子台の下方 55mm以上（下方に隔壁が

ない場合の側面の隔壁は端子台から 150mm以上）まで設けること。 

    ｃ 隔壁の高さは、配線用遮断器の操作面及び電線の被覆面（耐火電線又はＭＩケー

ブルを除く。）から 55mm以上とすること。 

    ｄ 非常電源回路に用いる配線用遮断器には、「非常電源用」の表示をすること。 

    ｅ 非常電源用回路に設けた隔壁内の、配線用遮断器の二次側から電線引き出し口ま

での間に、次の表示をすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 23－８図 
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第 23－９図 

 

   (ｵ) 非常電源回路には、地気を生じた場合に警報を発する装置を設けること。 

   (ｶ) 非常電源回路には、漏電遮断機能を有する装置は設けないこと。 

   (ｷ) 非常電源回路以外の電気回路において火災を含む事故等が発生しても、当該電気回

路の遮断器が作動して電源から切離することにより、非常電源回路に対する給電は継

続され、さらに非常電源回路に接続される機器や遮断器が損傷しないように過電流継

電器（ＯＣＲ）等が調整されていること（以下「保護協調」という。）。 

  ウ 低圧で受電する非常電源専用受電設備の配電盤及び分電盤（以下「配電盤等」とい

う。）は、配電盤及び分電盤の基準(昭和 56年消防庁告示第 10号。以下「配電盤告示」

という。）に定める第一種配電盤若しくは第一種分電盤（以下「一種配電盤等」とい

う。）又は第二種配電盤若しくは第二種分電盤（以下「二種配電盤等」という。）の基準

に適合するもの又は認定品とすること。 
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  エ 配電盤等は前ウによるほか、次によること。 

    なお、配電盤等が認定品の場合にあっては、これらの基準に適合しているものとして

取り扱って差し支えない。 

   (ｱ) 非常電源回路の配線用遮断器の二次側には、次により確認表示灯を設けること。 

    ａ 確認表示灯は、電灯用回路及び動力用回路に設けること。 

      また、電灯用回路及び動力用回路に複数の配線用遮断器がある場合は、各回路い

ずれか一の配線用遮断器に設けること。 

    ｂ 確認表示灯は、取付け穴の直径（15mm以上）以上の大きさとすること。 

    ｃ 確認表示灯は、配電盤等のキャビネットの外部に露出して設けること。 

   (ｲ) 非常電源と一般負荷を共用するものは、非常電源回路の開閉器、過電流遮断器及び

その他の配線機器（以下「配線機器等」という。）並びに配線と一般負荷回路の配線機

器等及び配線を、耐火鋼板等で区画すること。(第 23－10図参照) 

   (ｳ) 非常電源回路の動力用主回路には、ヒューズを使用しないこと。 

   (ｴ) 非常電源回路には、原則として主幹開閉器を設けないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 23－10図 

 

  オ その他 
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   (ｱ) 非常電源回路の遮断器は、停電時に連動遮断しないこと。 

   (ｲ) 非常電源回路には、漏電遮断機能を有するものは取り付けないこと。 

   (ｳ) 非常電源回路の配線機器等で操作することができるものは、当該消防用設備用であ

る旨の表示をすること。 

   (ｴ) 地震等の振動による影響を受けるおそれが少ないように、柱・床・壁等に堅固に固

定すること。 

   (ｵ) 大規模工場等のように、高圧受電設備が直列で複数接続（例：一次変電、二次変電

等）されている場合は、非常電源専用受電設備の特性上、下位の高圧受電設備のみが

認定キュービクル等であっても必要とされる性能が確保されないことから、消防用設

備等が直接接続される高圧受電設備より上位の高圧受電設備についても、認定キュー

ビクル等とするなど、各高圧受電設備間においても保護協調がとられていることを確

認すること。 

 ⑵ 設置場所 

   非常電源専用受電設備の設置場所及び設置場所の構造等は、次によること。 

  ア 屋内に設置する場合は、次に定める場所に設置すること。 

   (ｱ) 認定キュービクル等は、不燃材料で造られた壁、柱、床及び天井（天井のない場合

は、屋根）で区画（以下「不燃区画」という。）された変電設備室、発電設備室、機械

室（ボイラー等の火災発生のおそれがある設備又は機器が設置されているものを除

く。以下「機械室」について同じ。）、ポンプ室その他これらに類する室に設置すると

ともに、次に掲げる換気設備を設けること。 

    ａ 高圧受電設備を設置した場所の換気は、専用で設けること。ただし、次に掲げる

場合は、この限りでない。 

     (a) 延焼のおそれの少ない位置及び構造のもの 

     (b) ダンパー等により、火災を有効に遮断することができるもの 

    ｂ 換気設備の屋外に面する開口部には、鳥獣等の侵入を防止することができる措置

をすること。 

   (ｲ) (ｱ)に掲げるもの以外の高圧受電設備 

     不燃区画され、かつ開口部に常時閉鎖式の防火戸又は防火ダンパー（建基法第２条

第９号の２ロに規定する防火設備であるものに限る。以下同じ。)を設けた専用室（以

下「不燃専用電気室」という。）に設置するとともに、前(ｱ)ａに掲げる換気設備を設

けること。 

   (ｳ) 配電盤等 

     配電盤等を設ける場合には、一種配電盤等とすること。▲ 

     ただし、次に掲げる場所等に設置する場合は、この限りでない。 

    ａ 不燃専用電気室に設置する場合 
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    ｂ 二種配電盤等を不燃区画された機械室等、ポンプ室その他これらに類する室に設

置する場合 

    ｃ 二種配電盤等を、周壁、床及び天井が耐火構造で、開口部に防火戸を設けたパイ

プシャフト（空調ダクト等の設けられていないものに限る。）に設置する場合 

  イ 屋外又は屋上（特定主要構造部を耐火構造とした場合に限る。）に設ける場合は、次に

定める場所に設置すること。（第 23－11図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 23－11図 

   (ｱ) 高圧受電設備 

     当該建築物及び隣接する建築物若しくは工作物（以下「建築物等」という。）の外壁

又は屋外若しくは屋上に設けられた建築物等から３ｍ（認定キュービクル等の場合は

１ｍ）以上の空間を有する場所。 

     ただし、次に掲げる場所に設置する場合は、この限りでない。 

    ａ 建築物等が不燃材料で造られ、若しくは覆われ、かつ、当該設備から３ｍ（認定

キュービクル等の場合は１ｍ）未満に開口部の無い場合、若しくは開口部に常時閉

鎖式の防火戸を設けた場所 

    ｂ 不燃材料で造られた高さ２ｍ以上の塀等により、火災の影響を受けないよう有効

な防護措置を講じた場所 

   (ｲ) 配電盤等 

     配電盤等を設ける場合は、第一種配電盤等とすること。ただし、次に掲げる場合

は、この限りでない。 

    ａ 屋上に設ける場合 

     (a) 建築物等から３ｍ以上の空間を有する場所に設置する場合 
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     (b) 建築物等が不燃材料で造られ、若しくは覆われ、かつ、当該配電盤等から３ｍ

未満に開口部の無い場合、若しくは開口部に常時閉鎖式の防火戸を設けた場所に

設置する場合 

    ｂ 屋外に設ける場合 

      建築物等から３ｍ以上の空間を有する場所に設置する場合 

      ただし、不燃材料で造られた塀（塀は配電盤等より高くすることとし、耐火構造

とした当該建築物の外壁を含む。）等により、火災の影響を受けないよう有効な防護

措置を講じた場合にあっては、３ｍ未満とすることができる。 

  ウ その他ア及びイに定めるものと同等以上と認められる防火措置を講じた場合 

  エ 雨水等により機能に障害を生じるおそれのない場所とすること。 

    ただし、有効な防水措置を講じた場合は、この限りでない。 

  オ 関係者以外の者が、みだりに操作することができない場所とすること。 

    ただし、いたずら防止等の措置を講じた場合は、この限りでない。 

  カ 車両等の接触により損傷するおそれのない場所とすること。 

    ただし、柵等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。 

 ⑶ 設置方法 

  ア 供給方式及び給電電圧に応じ⑹に示す方法により結線され、他の電気回路の開閉器又

は遮断器によって遮断されないものとすること。 

  イ 開閉器には、消防用設備等用である旨の表示を設けること。 

  ウ 地震動等により、変形、損傷等が生じないように措置すること。 

  エ 高圧回路各部の絶縁距離は、第 23－２表及び第 23－３表に示す値以上であること。 

 

第 23－２表 キュービクル式のもの 

絶縁距離を確保すべき部分 
最小絶縁距離 

（単位：mm） 

高圧充電部(注１) 
相 互 間 90 

大地間（低圧回路を含む。） 70 

高圧用絶縁電源非接続部(注

２) 

相 互 間 20 

大地間（低圧回路を含む。） 20 

高圧充電部と高圧用絶縁電源非接続部(注２) 45 

電線端末充電部から絶縁支持物までの沿面距離 130 

      (注１) 単極の断路器などの操作にフック棒を用いる場合は、操作に支障のないように、

その充電部相互間及び外箱側面との間を 120㎜以上とすること。 

          ただし、絶縁バリヤのある断路器においては、この限りではない。 

      (注２) 最小絶縁距離は、絶縁電線外被の外側からの距離をいう。 

       備考 高圧用絶縁電線の端末部の外被端から 50㎜以内は、絶縁テープ処理を行っても、

その表面を高圧充電部とみなす。 
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第 23－３表 キュービクル式以外のもの 

高圧屋内配線と他の配線又は金属との接近、交さ （単位：mm） 

近接対象物 

 

 

 

 

高圧屋内配線 

低圧配線 高圧配線 

管灯回路の電線、弱電流配線、

光ファイバーケーブル、水管、

ガス管又はこれらに類するもの 

がいし引き 

配線 

がいし引き 

以外の配線 

がいし引き 

配線 

ケーブル 

配線 

がいし引き配線 ①150 150 150 150 150 

ケーブル配線 ②150 ②150 ②150 ― ②150 

   (注１) ①は、低圧屋内電線が、裸電線である場合は、300mm以上とすること。 

   (注２) ②は、高圧屋内配線を耐火性のある堅ろうな管に収め、又は相互の間に堅ろうな耐火性の隔壁を

設け、かつ、接触しないように設けるときは、この限りではない。 

   (注３) 他の部分にあっては、電気用品及び電気工作物に係る法令の規定に適合して設けられているこ

と。 

 

  オ 第１種配電盤等に収納する機器は第１種耐熱形機器を、第２種配電盤等に収納する機

器は第２種耐熱形機器を、それぞれ用いること。 

  カ その他電気用品及び電気工作物に係る法令の規定に適合して設けること。 

 ⑷ 非常電源回路の保護 

  ア 耐火保護を要する範囲 

    非常電源回路の保護を要する範囲は、当該消防用設備等の設置されている建築物に引

き込む第１支持点又は保安上の責任分界点（電力会社との責任を分岐する境界点）以後

の部分とし、耐火配線を第 23－８表に示す工事方法により施設すること。（第 23－12図

参照） 

    なお、電力会社の開閉器及び変圧器等が敷地内に設置してある場合（例：中部電力借

室）は、開閉器及び変圧器等の二次側が保安上の責任分界点となるか確認して範囲を決

定すること。 

    ただし、次に掲げるものにあっては、この限りでない。 

   (ｱ) 耐火電線又はＭＩケーブル 

   (ｲ) 地中埋設配線（地中からの立上げ点以降を除く。） 

   (ｳ) ⑵ア(ｲ)、(ｳ)ａ及び⑵イに掲げる場所に設置するもの 

   (ｴ) ⑵ア(ｳ)ｂ及びｃに掲げる場所で二種配電盤等に設置するもの 

   (ｵ) 認定キュービクル等又は一種配電盤等に設置するもの 

   (ｶ) 板厚 1.6mm以上の鋼板等で作られた箱（のぞき窓を有する場合は、⑴イ(ｲ)に準ず

ること）に収納する積算電力量計及び電流制限器 

   (ｷ) その他(ｱ)から(ｶ)までに定めるものと同等以上の耐火性能を有すると認められる場

所又は配線機器等及び配線 
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第 23－12図 

 

  イ 引込線及びその支持点の保護 

    非常電源専用受電設備に係る引込線及びその支持点は、火災による影響を受けるおそ

れの少ない位置（外壁等が不燃材料で造られ、又は覆われ、かつ、引込線及びその支持

点から３ｍ以内の距離の下部に開口部を有しない場所等をいう。）に設けるか、又は有効

な防護措置（以下「外壁規制」という。）をすること。ただし、引込線に耐火電線又はＭ

Ｉケーブルを用いた場合は、この限りでない。（第 23－13図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 23－13図 
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 ⑸ 保有距離 

   非常電源専用受電設備の周囲には、容易に操作、点検等をすることができるよう第 23－

４表に定める数値以上の空間を確保すること。 

 

第 23－４表 

（単位：ｍ） 

保有距離 

 

 

 

 

機器名 

操
作
面
（
前
面
） 

点
検
面 

換
気
面 

そ
の
他
の
面 

相対する間 
変電設備又は 

蓄電池設備 

操
作
面 

点
検
面 

換
気
面 

そ
の
他
の
面 

キュービ

クル式の

もの 

キュービ

クル式以

外のもの 

キュービクル式のもの 

1.0 

0.6 

― 

0.2 0 

1.2 

1.0 0.2 0 

0 1.0 

キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
式 

以
外
の
も
の 

閉鎖式のもの 0.6 

0.2 

1.0 ― 

オープン式のもの 0.8 

― 

3.0 

― 第一種配電盤等 
0.6 

(※) 
― ― ― ― ― 第二種配電盤等 

その他の配電盤等 

   ※：点検に支障とならない部分についてはこの限りでない。 

   備考：欄中 ― は、保有距離の規定が適用されていないものを示す。 

 

 ⑹ 非常電源専用受電設備の結線方法 

  ア 高圧で受電する場合 

    一般負荷回路が火災等により、短絡、過負荷、地絡等を生じた場合、当該非常電源回

路に影響を与えないようにするため、高圧受電設備の結線方法は保護協調を確認の上、

過電流遮断器等を次の例により設けること。 

    ただし、これらと同等以上と認められる性能を有する場合は、この限りでない。 

    また、認定キュービクルは、これに適合するものとして取り扱うこと。 

  (ｱ) 非常電源専用の受電用遮断器を設ける場合 

   ａ 非常電源専用の受電用遮断器を設け、消防用設備等へ電源を供給する場合（一般負

荷がない場合）は、第 23－14図によること。 
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第 23－14図 

 

    ｂ 非常電源専用の受電用遮断器を設け、消防用設備等へ電源を供給する場合（一般

負荷がある場合）は、第 23－15図によること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 23－15図 

 

   (ｲ) 非常電源専用の変圧器を設ける場合 

     非常電源専用の変圧器（以下「専用変圧器」という。）を設け、消防用設備等へ電源

を供給する場合は、第 23－16図によること。 
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第 23－16図 

 

   (ｳ) 一般負荷と共用する変圧器を設ける場合 

    ａ 一般負荷と共用する変圧器（以下「共用変圧器」という。）を設け、消防用設備等

へ電源を供給する場合は、第 23－17図によること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 23－17図 
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    ｂ 共用変圧器の二次側に一般負荷の主遮断器を設けその遮断器の一次側から消防用

設備等へ電源を供給する場合は、第 23－18図によること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 23－18図 

 

  イ 低圧で受電する場合 

    一般負荷回路が火災等により、短絡、過負荷、地絡等を生じた場合、当該非常電源回

路に影響を与えないようにするため、次の例により設けること。 

    ただし、これらと同等以上と認められる性能を有する場合は、この限りでない。 

   (ｱ) 非常電源専用で受電する場合は、第 23－19図によること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 23－19図 
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   (ｲ) 一般負荷と共用で受電する場合は、第 23－20図によること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 23－20図 
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  ウ 非常電源用以外の発電設備を接続する場合 

    非常電源用以外の発電設備を接続する場合は、発電設備を含む一般負荷回路が火災等

により、短絡、過負荷、地絡等を生じた場合、当該非常電源回路に影響を与えないよう

にするため、次の例により設けること。 

    ただし、これらと同等以上と認められる性能を有する場合は、この限りでない。 

   (ｱ) 常用発電設備を設ける場合 

     太陽電池発電設備、風力発電設備又はコージェネレーション用発電設備等を非常電

源専用受電設備と接続する場合は、次によること。 

    ａ 高圧又は特別高圧で受電する場合 

     (a) 解列箇所（遮断装置や遮断器を用いて発電設備を商用電力系統から切り離すこ

とができる箇所。以下同じ。）は、主遮断装置以外の箇所とすること。 

     (b) 非常電源専用の変圧器及び非常電源と一般負荷とを共用する変圧器の二次側に

は解列用遮断器を設置しないこと。 

     (c) 解列用遮断器は、十分な遮断性能があるとともに、非常電源専用受電設備の保

護装置と保護協調を図ること。 

     (d) 高圧受電設備の保護装置は、発電設備の設置に伴う遮断容量の増加に対応した

ものであること。 

     (e) 結線方法は第 23－21図によること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 23－21図 
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    ｂ 低圧で受電する場合 

     (a) 非常電源回路の一次側には、主幹開閉器を設けないこと。 

     (b) 非常電源回路には解列用遮断器を設置しないこと。 

     (c) 結線方法は第 23－22図によること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 23－22図 

 

   (ｲ) 商用電源停止時に起動する予備発電設備を設ける場合は、次によること。 

    ａ 非常電源専用の変圧器及び非常電源と一般負荷とを共用する変圧器の二次側に

は、切替装置を設置しないこと。 

    ｂ 切替装置は十分な開閉能力を有すること。 

    ｃ 商用電源停止時に適切な切替えができること。 

    ｄ 結線方法は、第 23－23図又は第 23－24図によること。 
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第 23－23図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 23－24図 

 

４ 自家発電設備 

 ⑴ 構造及び性能 

   自家発電設備の構造及び性能等は、前３⑴オによるほか、次によること。 

  ア 非常電源として使用する自家発電設備は、自家発電設備の基準（昭和 48年消防庁告示

第１号。以下「自家発告示」という。）に適合するもの又は認定品のもの（以下「認定自

家発電設備等」という。）とするほか、次によること。 

   (ｱ) 蓄電池式の始動装置 
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     セルモータ付きの原動機の始動に用いる蓄電池設備は、５⑴アに定める蓄電池設備

とするとともに、蓄電池には高率放電用蓄電池（各始動間に５秒の間隔を置いて 10秒

の始動を３回以上行うことができる容量の蓄電池をいう。）を用いること。 

   (ｲ) 空気始動式の始動装置 

     空気始動式の原動機は、空気タンクの圧力が連続して３回以上始動できる圧力以下

に低下した場合に自動的に作動する警報装置及び圧力調整装置を設けること。 

     なお、警報装置の警報信号は防災センター等に表示すること。 

  イ 自家発電設備の出力等 

   (ｱ) 自家発電設備は、原則として消防用設備等の設置単位となる防火対象物の棟（以下

「設置単位棟」という。）ごとに設置すること。 

     ただし、同一敷地内に複数の設置単位棟があり、各設置単位棟間の離隔距離及び当

該設置単位棟の用途等を考慮した結果、支障がないと認められる場合に限り、当該複

数の設置単位棟のうち非常電源の負荷回路の総容量が最大となる設置単位棟の総容量

以上の出力が可能な自家発電設備を１台設置することで足りるものとする。 

   (ｲ) 一の設置単位棟に複数の消防用設備等が設置されている場合は、原則として当該複

数の消防用設備等を同時に始動し、かつ、同時に使用（以下「瞬時全負荷投入」とい

う。）するために必要な出力が可能な自家発電設備を設置すること。 

     ただし、複数の消防用設備等が同時に始動した場合において、遂次５秒以内（すべ

ての非常電源回路に送電するまでに要する時間は 40秒以内とすること。）に消防用設

備等に電力を供給できる装置を設けた場合又は消防用設備等の種別若しくは組み合わ

せにより同時始動若しくは同時使用がない場合は、設置する自家発電設備の出力を瞬

時全負荷投入した場合における出力以上としないことができる。 

   (ｳ) 電力を常時供給する自家発電設備（以下「常用防災兼用自家発電設備」という。）

を設置する場合は、自家発電設備の点検等により、当該自家発電設備から電力の供給

ができなくなる場合であっても、火災時の対応に支障がないように次に掲げる措置を

講ずること。 

    ａ 非常電源が使用不能となる時間が短時間である場合 

     (a) 巡回の回数を増やす等の防火管理体制の強化が図られていること。 

     (b) 防火対象物が休業等の状態にあり、出火危険性が低く、避難すべき在館者が限

定されている間に自家発電設備の点検等を行うこと。 

     (c) 火災時に直ちに非常電源を立ち上げることができるような体制にするか、消火

器の増設等により初期消火が適切に実施できるようにすること。 

    ｂ 非常電源が使用不能となる時間が長時間である場合 

      ａによるほか、必要に応じて代替電源（可搬式電源等）を設けること。 
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   (ｴ) 自家発電設備に、当該自家発電設備の出力可能な容量を超える非常電源回路及び一

般負荷回路が接続される場合は、火災が発生していない場合に限り、消防用設備等の

制御電源として必要な電力以外の全ての電力を当該自家発電設備から当該一般負荷回

路に供給しても差し支えないものとする。 

     ただし、火災が発生した場合は、次により非常電源回路に供給する措置を図るこ

と。 

    ａ 火災が発生した旨等の信号（以下「切替信号」という。）により、消防用設備等に

必要となる以上の電力が供給されている一般負荷回路を自動的に自家発電設備から

遮断することで、非常電源回路に充分な電力を供給すること。 

      なお、当該遮断に要する電源として、別に蓄電池設備を設置すること。 

      ただし、当該自家発電設備からの電源供給により自動的に遮断できる場合は、こ

の限りでない。 

    ｂ 一般負荷回路の遮断から非常電源回路に送電するまでに要する時間は、40秒以内

とすること。 

    ｃ 切替信号は、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、泡消火設備又は排煙設備等

の起動信号によること。 

   (ｵ) 自家発電設備に必要とされている出力の算定については、発電機出力及び原動機出

力をａ及びｂに示す方法によりそれぞれ求め、当該発電機出力及び原動機出力の整合

をｃに示す方法により図るものとする。 

     さらに、この結果に基づき、適切な発電機及び原動機を選定し、当該組み合わせに

よる発電機出力を自家発電設備の出力とする。 

     なお、国土交通省等において示されている自家発電設備の出力算定の方法のうち、

本算定方法と同様の手法により行われているものにあっては当該方法によることがで

きる。 

    ａ 発電機出力の算出 

      発電機出力は、次式により算出すること。 

       Ｇ＝ＲＧ・Ｋ 

        Ｇ   ：発電機出力（ｋＶＡ） 

        ＲＧ  ：発電機出力係数（ｋＶＡ/ｋＷ） 

        Ｋ   ：負荷合計出力（ｋＷ） 

 

      この場合における負荷出力合計及び発電機出力係数の算出は、次によること。 

     (a) 負荷出力合計Ｋの算出は、別添１によること。 

     (b) 発電機出力係数ＲＧは、次に掲げる４つの係数をそれぞれ求め、それらの値の

最大値とすること。 
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       この場合における各係数の算出については、別添２によること。 

      ＲＧ１：定常負荷出力係数と呼び、発電機端における定常時負荷電流によって定ま

る係数 

      ＲＧ２：許容電圧降下出力係数と呼び、電動機等の始動によって生ずる発電機端電

圧降下の許容量によって定まる係数 

      ＲＧ３：短時間過電流耐力出力係数と呼び、発電機端における過渡時負荷電流の最

大値によって定める係数 

      ＲＧ４：許容逆相電流出力係数と呼び、負荷の発生する逆相電流高調波電流分の関

係等によって定まる係数 

     (c) 負荷出力合計が大きい場合、より詳細に算出する場合等にあっては別添３に掲

げる算出方式によることができる。 

    ｂ 原動機出力の算出 

      原動機出力は、次式により算出すること。 

       Ｅ＝ＲＥ・Ｋ 

        Ｅ   ：原動機出力（ｋＶＡ） 

        ＲＥ  ：原動機出力係数（ｋＶＡ/ｋＷ） 

        Ｋ   ：負荷合計出力（ｋＷ） 

 

     (a) 負荷出力合計Ｋの算出は、別添１によること。 

     (b) 原動機出力係数ＲＥは、次に掲げる３つの係数をそれぞれ求め、それらの値の

最大値とすること。 

       この場合における各係数の算出については、別添４によること。 

       ＲＥ１：定常負荷出力係数と呼び、定常時の負荷によって定まる係数 

       ＲＥ２：許容回転数変動出力係数と呼び、過渡的に生ずる負荷急変に対する回転

数変動の許容値によって定まる係数 

       ＲＥ３：許容最大出力係数と呼び、過渡的に生ずる最大値によって定まる係数 

     (c) 負荷出力合計が大きい場合、より詳細に算出する場合等にあっては別添５に掲

げる算出方式によることができる。 

    ｃ 発電機出力及び原動機出力の整合 

      自家発電設備として組み合わせる発電機及び原動機は、ａ及びｂにおいて算出さ

れたそれぞれの出力を次式に示す整合率ＭＲで確認し、当該値が１以上となること

が必要であり、適切な組み合わせとしては、当該値が 1.5未満となるものが望まし

い。 

      なお、整合率が１未満の場合にあっては、原動機出力の見直しを行い当該出力の

割増を行うことにより、１以上とすること。 
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      ＭＲ＝ 
Ｅ

（Ｇ・cosθ ηｇ⁄ ）
  

        ＭＲ  ：整合率 

        Ｇ   ：発電機出力（ｋＶＡ） 

        cosθ  ：発電機の定格出力（0.8） 

        ηｇ  ：発電機効率 

        Ｅ   ：原動機出力（ｋＷ） 

 

     別添２及び別添４による場合は、 

      ＭＲ＝1.13 
Ｅ

Ｇ・Ｃｐ
 

        Ｃｐ   ：原動機出力補正係数 

 

発電機出力Ｇ（ｋＶＡ） 原動機出力補正係数Ｃp 

62.5未満 1.125 

62.5以上 300未満 1.060 

300以上 1.000 

     (注) 原動機出力補正係数は、発電機効率ηgを標準値（0.9）として計算を行っていることか

ら、小出力発電機において誤差が大きくなるので、その効率を補正するものである。 

 

   (ｶ) その他 

     自家発電設備の出力の算出結果については、様式１から様式４までの計算シートに

記入のうえ、提出させるものとする。 

     なお、計算シートを用いた算出の各計算式に用いる係数等については、別添６の諸

元表によること。 

  ウ 常用電源が停電した場合の自家発電設備からの送電は、次によること。 

   (ｱ) 常用防災兼用自家発電設備以外の自家発電設備 

    ａ 常用電源が停電した場合は、自動的に電圧確立、投入及び送電できるとともに、

常用電源が復電した後は、自動的に停止し待機状態となること。 

      ただし、当該自家発電設備を操作する技術員が常駐する防火対象物にあっては、

送電及び自家発電設備の停止は手動によることができる。 

    ｂ 自家発電設備に係る非常電源回路と一般負荷回路は、自動的に切り離すことがで

きること。 

      ただし、一般負荷回路側において非常電源回路を自動的に切り離すことができる

場合にあっては、この限りでない。 

   (ｲ) 常用防災兼用自家発電設備にあっては、前イ(ｴ)ａによること。 
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  エ 常用防災兼用自家発電設備にあっては、電力を常時供給するための燃料（以下「常用

燃料」という。）が断たれたとき、次により自動的に非常用の燃料（以下「予備燃料」と

いう。）を供給すること。 

    ただし、ガス事業法（昭和 29年法律第５１号）第２条第 12号に規定するガス事業者

（以下「ガス事業者」という。）により安定して供給される場合にあっては、この限りで

ない。 

   (ｱ) 予備燃料への切替えにあっては、常用防災兼用発電設備が運転中又は停止中にかか

わらず、常用燃料の供給が断たれた時に自動的に予備燃料に切替わること。 

   (ｲ) 予備燃料に切替える場合に常用防災兼用発電設備の非常電源回路への送電を遮断す

るものは、40秒以内に自動的に消防用設備等の非常電源回路へ送電できること。 

  オ 自家発電設備の運転に係る異常・故障等の警報信号及び起動信号を表示するための警

報装置を防災センター等へ設けること。 

    また、当該警報装置の電源は、５に定める蓄電池設備（当該自家発電設備に設けられ

るものを含む。）から供給すること。 

  カ 気体燃料を使用する自家発電設備（常用燃料を含む。以下同じ。）を設置する防火対象

物には、ガス漏れ火災警報設備の検知器（以下「検知器」という。）を次により設置する

こと。 

   (ｱ) 検知器は、当該自家発電設備が設置されている室、キュービクル式自家発電設備

（原動機及び発電機を外箱に収納したもので、防塵、防音、防振等の対策措置がされ

たエンクロージャーを含む。以下(ｲ)において同じ。）内、ガス配管の外壁貫通部及び

非溶接接合部（建築物の屋内に限る。）に設置すること。 

   (ｲ) 検知器は、前(ｱ)に示す場所（キュービクル式自家発電設備内を除く。）で、当該自

家発電設備等から水平距離８ｍ以内で有効に作動する位置に設けること。 

   (ｳ) 検知器の作動するガス濃度は、使用燃料ガスの爆発下限界（ＬＥＬ）の４分の１以

下の値とすること。 

   (ｴ) 検知器が作動した場合は、当該検知器の設置場所が分かるように防災センター等へ

警報及び表示すること。 

  キ 原動機は内燃機関（ディーゼルエンジン、ガソリンエンジン及びガスエンジン）又は

ガスタービンとするとともに、原動機の始動に蓄電池設備を使用するものは、外気温等

により始動性能が低下しないように設置すること。 

 ⑵ 設置場所 

   自家発電設備の設置場所及び構造は、前３⑵の例によること。 

   ただし、「非常電源専用受電設備」及び「高圧受電設備」とあるのは「自家発電設備」、

「認定キュービクル等」とあるのは「認定自家発電設備等」と読み替えること。 

 ⑶ 非常電源回路の保護 
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  ア 耐火保護を要する範囲は、自家発電設備の接続端子以後の部分とすること。 

    ただし、前２⑶ア(ｱ)から(ｷ)に掲げるものにあっては、この限りでない。 

  イ 前３⑴イ(ｴ)に準じて、非常電源回路を保護すること。 

 ⑷ 保有距離 

   自家発電設備の周囲には、容易に操作、点検等をすることができるよう第 23－５表に定

める数値以上空間を確保すること。 

   ただし、冷却装置にラジエターを使用する内燃機関にあっては、当該ラジエターの吹き

出し面（ラジエターに屋外に通じる誘導ダクト等を設けた場合には、当該ダクトの吹き出

し面をいう。)から１ｍ以上の空間を確保すること。 

 

第 23－５表 

保有距離 

 

 

 

 

機器名 

操
作
面
（
前
面
） 

点
検
面 

換
気
面 

そ
の
他
の
面 

周
囲 

相
互
間 

相対する間 
変電設備又は 

蓄電池設備 

操
作
面 

点
検
面 

換
気
面 

そ
の
他
の
面 

キュービ

クル式の

もの 

キュービ

クル式以

外のもの 

キュービクル式の 

もの 
1.0 0.6 0.2 0 ― ― 

1.2 1.0 0.2 0 

0 1.0 

キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
式 

以
外
の
も
の 

自家発電 

装置(注１） 
― ― ― ― 0.6 1.0 

1.0 ― 

制御装置 1.0 0.6 0.2 0 ― ― 

燃料タン

ク・原動機 
― ― ― ― ― 

0.6 

(注２) 
― ― ― ― ― ― 

(注１) 自家発電装置（発電機と原動機とを連結したものをいう。）には、エンクロージャー式（キュービクル式以外

で、騒音防止・防塵等の目的のために覆いをかけたもの）のものも含む。 

(注２) 予熱する方式の原動機にあっては、2.0ｍとすること。（ただし、燃料タンクと原動機の間に不燃材料で造っ

た防火上有効な遮蔽物を設けた場合を除く。） 

備考 欄中 ― は、保有距離の規定が適用されていないものを示す。 

 

 ⑸ 自家発電設備の接続方法 

   一般負荷回路が火災等により、短絡、過負荷、地絡等を生じた場合、当該非常電源回路

に影響を与えないようにするため、自家発電設備と負荷の結線方法は、保護協調を確認

（各遮断器の特性は前３⑸に掲げる非常電源専用受電設備の結線方法の例によること。）の

上、過電流遮断器等を、次の例により設けること。 

   ただし、これらと同等以上と認められる性能を有する場合は、この限りでない。 
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第 23－25図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 23－26図 
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第 23－27図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 23－28図 
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第 23－29図 

 

 ⑹ 換気設備 

   屋内に設置する自家発電設備の運転に必要な給気及び室温上昇防止のための換気設備

は、前３⑵ア(ｱ)ａによるほか、直接屋外に面する給気口及び排気口から有効に給気及び排

気（以下「給排気」という。）が行える場合を除き、次に定めるところによること。 

   なお、給気口は、当該建築物の開口部、空調用排気口及び煙道の出口等からの影響を受

けない位置とすること。 

  ア 原動機の排気は、次に定めるところによること。 

   (ｱ) 排気筒は、直接屋外へ通じる専用のものとすること。ただし、他の燃焼設備等の排

気筒又は煙道と共用する場合にあっては、当該原動機の性能が低下しないように設け

ること。 

   (ｲ) 原動機の排気消音器は、膨張形、吸音形等で、原動機の所要性能に影響を及ぼさな

い構造とするとともに、排気ガスの流れの方向を明示する必要がある構造のものは、

その旨を明示すること。 

  イ 自家発電設備の設置場所に設ける換気設備は、燃料の種別により次によること。 

   (ｱ) 液体燃料を使用する場合 

    ａ 給排気に機械を用いるものは、当該設備専用とするとともに、不燃材料で造られ

た専用のダクトとすること。ただし、自家発電設備の設置されている室又はその部
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分以外の火災に対し、当該自家発電設備の運転に支障なく有効に給排気できる場合

にあっては、この限りでない。 

    ｂ 給排気の電源回路は、非常電源回路とするとともに当該自家発電設備の運転に伴

い自動的に電源が供給できること。 

   (ｲ) 気体燃料を使用する場合 

    ａ 給排気に機械を用いるものは、前(ｱ)によること。 

    ｂ 漏洩した燃料ガス等を容易に排出できる排気口を、次により設けること。 

     (a) 燃料ガスの比重が空気に対して１未満の場合 

      ⅰ 漏洩した燃料ガス等は、天井付近から排出できること。 

      ⅱ 排気口の上端は天井面から 0.3ｍ以内に設置すること。 

     (b) 燃料ガスの比重が空気に対して１を超える場合 

      ⅰ 漏洩した燃料ガス等は、天井付近と床面付近の２箇所から排出できること。 

      ⅱ 天井付近に設ける排気口にあっては排気口の上端は天井面から 0.3ｍ以内、床

面付近に設けるものにあっては排気口の下端は床面から 0.3ｍ以内とすること。 

    ｃ 漏洩燃料ガス等は、換気装置により直接大気に放出すること。 

    ｄ 換気装置の起動により漏洩燃料ガス等に引火しないような措置を講じること。 

  ウ 前ア及びイと同等以上の方法により、有効に換気することができる場合は、この限り

でないこと。 

 ⑺ 冷却装置 

   冷却装置は、次に定めるところによること。 

  ア ガスタービンを使用する場合は、前⑹に準じて換気設備を設置すること。 

  イ 内燃機関でラジエター式のものにあっては、当該ラジエターの通風経路には、冷却効

果に障害となるようなものを設けないこと。 

  ウ 内燃機関でラジエター式以外のものにあっては、次のいずれかにより自家発電設備を

規則で定める各消防用設備等の作動時間以上有効に運転することができること。 

   (ｱ) 自家発電設備の直近に専用の冷却水槽を設けるもの 

   (ｲ) 専用ポンプにより専用の冷却塔又は専用の冷却水槽から冷却水を循環させるもの 

   (ｳ) 専用の高架水槽から冷却水を供給するもの 

   (ｴ) 冷却水槽を他の設備と共用するもので、冷却水槽に水位検出装置等を設け、他の設

備の給水を停止等することにより、自家発電設備に必要な冷却水を供給するもの 

   (ｵ) 前(ｱ)から(ｴ)までに定める方法と同等以上の信頼性があると認められるもの 

  エ 減圧水槽を設ける場合は、当該自家発電設備の直近に専用のものを設けること。 

  オ 冷却設備にポンプ等を用いるものは、当該自家発電設備の運転に伴い自動的に電源が

供給できるとともに、これに係る電源回路は非常電源回路とすること。 

  カ 冷却水に係る配管は金属管とし、有効な防震措置が講じられていること。 
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  キ 内燃機関に冷却水を供給する配管の開閉弁には、みだりに閉鎖することができないよ

う保護措置をすること。 

  ク 冷却水に係る各水槽は、前３⑵ア(ｱ)又は(ｲ)並びに前３⑵イ(ｱ)に定める位置に設ける

ものを除き、不燃材料とすること。 

  ケ 冷却水槽又は配管には、自家発電設備用である旨の表示をすること。 

    なお、配管には流水方向を併記すること。 

  コ 冷却水槽には、冷却水が必要量の２分の１以上減水した場合、防災センター等へ警報

を発する装置を設けること。 

 ⑻ 燃料の設置方法 

   原動機の燃料は、液体燃料又は気体燃料とし、燃料の設置等については、消防法及び高

圧ガス保安法（昭和 26年法律 204号）等によるほか、次によること。 

  ア 液体燃料の場合 

   (ｱ) 燃料タンクは、地震等による影響を受けるおそれが少ないように堅固な架台等の上

に固定すること。 

   (ｲ) サービスタンクを設ける場合は、運転に必要とする量を自動的に補給することがで

きるものとすること。 

     なお、補給にポンプ等を用いるものは、当該自家発電設備の運転に伴い自動的に電

源が供給できるものとし、その電源回路は非常電源回路とすること。 

   (ｳ) 自動補給する方式のものは、当該燃料タンクが自家発電設備を規則で定める各消防

用設備の作動時間以上運転することができる量未満になったとき補給ポンプが自動的

に作動すること。 

     ただし、定期的な点検が有効に行われるもの又は防災センター等へ減量警報を発す

る装置を設けるものにあっては、この限りでない。 

   (ｴ) 前(ｱ)又は(ｲ)の燃料タンクには残量が容易に確認できる油量計を設けること。 

  イ 気体燃料の場合 

   (ｱ) 燃料は、原則として屋外（地上に限る。）に設置すること。ただし、屋外に設置で

きない場合にあっては、軒高 31ｍ又は 10階以下の建物の屋上に設置できるものとす

る。 

     また、燃料は燃料供給システムの各部をチェックできるよう気体燃料充てん容器

（以下「容器」という。）１本（７㎥）を増加すること。 

    ａ 屋外に燃料を設置する場合は、次によること。 

     (a) 通風のよい場所に貯蔵すること。 

     (b) 容器置場には、難燃性の材料を用いた軽量の日除け等を設け、夏期において日

光の直射を１日６時間以上受けないような措置を講じること。 
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     (c) 容器置場の周囲２ｍ以内においては、火気の使用を禁じるとともに、引火性又

は発火性のものを置かないこと。ただし、容器置場に高さ２ｍ以上の障壁（厚さ

90mm以上の鉄筋コンクリ－ト造り又はこれと同等以上の強度及び耐熱性を有する

構造とすること。）を設けた場合（以下「耐火構造の壁」という。）は、この限り

でない。 

     (d) 容器置場には、消火器を設置すること。 

     (e) 容器置場には、ガス漏れ火災警報設備の検知器又はガス漏れ警報器を設けると

ともに、防災センター等に移報すること。 

     (f) 容器置場には「非常用自家発電設備燃料置場」、「立入禁止」、「火気厳禁」の表

示を掲げること。 

     (g) 容器は転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止するため、容器立てに十分な

強度を有する鉄製のバンド等で固定すること。 

     (h) 貯蔵設備には、当該設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に直ちにその圧力を

許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設置すること。 

    ｂ 屋上に燃料を設置する場合は、ａによるほか次によること。 

     (a) ＬＰＧの貯蔵量は、1,000ｋｇ未満、ＣＮＧの貯蔵量にあっては、300㎥未満と

すること。 

     (b) ＬＰＧを設置した場合にあっては、漏洩ガスが屋上出入口から建物内に流入し

ないよう容器置場から水平距離又は迂回水平距離８ｍ以内にある開口部は、常時

閉鎖式の防火戸（ガラスを用いる場合にあっては、網入りとすること。）とするこ

と。（第 23－30図参照） 

     (c) 容器置場には、充てん容器が温度 40℃を超えた場合に当該容器の設置面積１㎡

当たり、毎分５ℓ以上の水量を 30分以上連続して自動的に散水（孔あき配管等に

よって散水）できる固定式の散水設備を設け、容器を常に 40℃以下に保つこと。 
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第 23－30図 

 

   (ｲ) 燃料を設置しない場合は、次によること。 

    ａ 燃料は、ガス事業者の中圧導管（0.1ＭPa以上１ＭPa未満の導管）から供給する

とともに、ガス導管（ガス事業者のガスを製造する事業所又はガスを貯蔵する事業

所の最終バルブから区分バルブの入側までをいう。）は、一般社団法人日本内燃力発

電設備協会（ガス専焼発電設備用ガス供給系統評価委員会）で自家発告示に適合し

ている旨の評価を受けること。 

    ｂ 引込管ガス遮断装置を、次により設置すること。 

     (a) 引込管ガス遮断装置は、引込管（供給管（本支管から分岐して使用者が占有し

又は所有する土地と道路との境界線に至るまでのガス導管をいう。）及び内管（使

用者が占有し又は所有する土地と道路との境界線から区分バルブまでのガス導管

をいう。）の総称をいう。）の敷地引込部付近で、地上から容易に操作及び点検が

できる、維持管理のしやすい場所に設置すること。 

     (b) 引込管ガス遮断装置は、ボ－ルバルブ、プラグバルブ又はこれと同等以上の締

切り性能を有するものを使用すること。 

     (c) 引込管ガス遮断装置である旨を見やすい位置に表示すること。 

     (d) 引込管ガス遮断装置には、開閉方向、常時開又は常時閉の表示を見やすい位置

に表示すること。 

     (e) 防災センター等に引込管ガス遮断装置の位置を明示すること。 

     (f) 高温となる場所及び衝撃を受ける場所には設置しないこと。 
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    ｃ 緊急ガス遮断装置を、次により設置すること。 

     (a) 内管には、当該建物の外壁を貫通する箇所の付近（建物内の外壁貫通部付近及

び建物外の引込管ガス遮断装置から外壁貫通部までをいう。）に緊急ガス遮断装置

を設置すること。 

     (b) 緊急ガス遮断装置の点検時等に際しても安定的に燃料の供給を確保できるよう

バイパス配管を設け、バイパス弁には開閉操作を防止するための封印等を行うこ

と。（第 23－31図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 23－31図 

 

     (c) 緊急ガス遮断装置のバルブ本体は、ボ－ルバルブ、プラグバルブ又はこれと同

等以上の締切り性能を有するものを使用すること。 

     (d) 緊急ガス遮断装置の遮断弁は次のような機能及び構造を有すること。 

      ⅰ 遮断弁は、専用で設置すること。 

      ⅱ 遮断弁は、防災センター等から遠隔操作により直ちにガスを遮断できる機能

を有すること。 

        また、遠隔操作盤には、「緊急ガス遮断装置」と表示すること。 

      ⅲ 遮断弁は、手動で開閉操作が可能とすること。 

      ⅳ 遮断弁には開閉方向、常時開又は常時閉の表示を見やすい位置に表示するこ

と。 

      ⅴ 遮断弁は、停電によって閉動作しないこと。 

      ⅵ 遮断弁は、感震器等により連動遮断しないこと。 

     (e) 緊急ガス遮断装置である旨を見やすい位置に表示すること。 

       また、設置場所等の扉等には、「緊急ガス遮断装置」の表示をすること。 
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     (f) 緊急ガス遮断装置が設けられている付近にガス漏れ火災警報設備の検知器を設

置すること。 

     (g) 緊急ガス遮断装置が設けられている場所には、非常用照明装置を設けること。 

     (h) 高温となる場所及び衝撃を受ける場所には設置しないこと。 

     (i) 容易に点検、操作ができる位置に設置すること。 

     (j) 内管に当該自家発電設備以外の配管を接続する場合は、当該自家発電設備以外

にも前⒜から⒤（⒝及び⒟ⅵを除く。）に準じて緊急ガス遮断装置を設けること。 

    ｄ 配管等の貫通部は、次により措置すること。 

     (a) 防火区画、防火壁等を貫通する場合は、その間隙をモルタル等の不燃材で埋め

ること。 

     (b) 発電設備室で漏洩したガスが発電設備室外に流出しないようにするため、配

線、配管等の貫通部に適切な措置を施すこと。 

     (c) 建物外壁で漏洩したガスが周辺に滞留したり、建物等へ流入しないように適切

な処置をすること。 

     (d) 建物外壁、梁の貫通部において配管接合部を設けないこと。 

     (e) 配管は、地震時の地盤変位を吸収する配管系となるよう設計すること。 

     (f) 配管は、外壁貫通部における不等沈下対策を講じること。 

       また、不等沈下対策を講じた配管の外壁貫通部付近に設置する固定支持部は、

発生する応力が屋内配管に伝達しないよう堅固に支持すること。 

     (g) 土中埋設部において外壁を貫通する場合の貫通部配管は、プラスチック等の被

覆を施したものを使用すること。 

 

５ 蓄電池設備 

  蓄電池設備は、消防用設備等に内蔵するものを除き、省令第 12条第１項第４号ハの規定に

よるほか、次により設置すること。 

 ⑴ 蓄電池設備の構造及び性能 

   蓄電池設備の構造及び性能は、前３⑴オによるほか、次によること。 

  ア 非常電源として使用する蓄電池設備は、蓄電池設備の基準（昭和 48年消防庁告示第２

号。以下「蓄電池告示」という。）に適合するもの又は認定品のもの（以下「認定蓄電池

設備等」という。）とするほか、次によること。 

  イ 蓄電池設備の容量 

   (ｱ) 同一敷地内に複数の防火対象物がある場合は、前４⑴イ(ｱ)によること。 

   (ｲ) 一の防火対象物で複数の消防用設備等に供給する場合の容量は、当該消防用設備等

の容量の合算値とすること。 

   (ｳ) 蓄電池設備の容量の算出方法は、次によること。 
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    ａ 算出に関しての基本事項 

      蓄電池容量は、充電が完了した蓄電池を当該蓄電池設備に係る負荷設備を動作さ

せ、蓄電池電圧が公称電圧の 80％になるまで放電した後、24時間充電を行い、その

後充電を行うことなく消防用設備等が規定の時分以上有効に動作できるものである

こと。 

    ｂ 計算例 

      Ｃ＝ 
１

Ｌ
 {Ｋ１Ｉ１＋Ｋ２(Ｉ２－Ｉ１)＋Ｋ３(Ｉ３－Ｉ２)＋…＋Ｋｎ(Iｎ－Ｉｎ－１)} 

        [Ａｈ] 

   ただし、Ｃ   ：定格容量率換算容量［Ａｈ］ 

       Ｌ   ：保守率（使用年数、使用条件等により蓄電池容量低下を補償する係

数、0.8を標準とする。 

       Ｋ   ：容量換算時間（放電時間、電池の最低容量、共用最低温度により決

定し、蓄電池の種類、極板型式により異なる。） 

       Ｉ   ：放電電流[Ａ] 

            添字１、２、３、…、ｎ：放電電流の変化の順に番号を付したもの

で、負荷特性による区分 

 

    ｃ 計算に当たって留意すべき事項 

     (a) 許容最低電圧は、鉛蓄電池にあっては、単電池当たり 1.6Ｖ、アルカリ蓄電池

にあっては、単電池当たり 1.0Ｖとして計算する。 

     (b) 最低蓄電池温度は、常時その温度以上に確保できる室に設置する場合の温度と

し、「５℃」を標準とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (c) 放電時間「Ｔ」は、蓄電池の放電を終了する点を基準にして定めること。 

     (d) 容量換算時間の表は、蓄電池の種別、蓄電池温度ごとに各々表が異なる。 
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       該当する表により、(c)で求めた放電時間と表の曲線（許容最低電圧別になって

いる。）が交わる点の縦軸の容量換算時間（Ｋ）を出すものとする。 

 ⑵ 設置場所 

   蓄電池設備の設置場所及び構造は、前３⑵の例によること。ただし、「非常電源専用受電

設備」及び「高圧受電設備」とあるのは「蓄電池設備」、「認定キュービクル等」とあるの

は「認定蓄電池設備等」と読み替えること。 

 ⑶ 非常電源回路の保護 

  ア 耐火保護を要する範囲は、蓄電池設備の接続端子以後の部分とすること。 

    ただし、前３⑶ア(ｱ)から(ｷ)に掲げるもの及び消防用設備等の受信盤又は制御盤等に

組込まれたものにあっては、この限りでない。 

  イ 前３⑴イ(ｴ)に準じて非常電源回路を保護すること。 

 ⑷ 保有距離 

   蓄電池設備の周囲には、容易に操作、点検等をすることができるよう第 23－６表に定め

る数値以上の空間を確保すること。 

 

第 23－６表 

保有距離 

 

 

 

 

機器名 

操
作
面
（
前
面
） 

点
検
面 

換
気
面 

そ
の
他
の
面 

周
囲 

列
の
相
互
間 

相対する間 
変電設備又は 

蓄電池設備 

操
作
面 

点
検
面 

換
気
面 

そ
の
他
の
面 

キュービ

クル式の

もの 

キュービ

クル式以

外のもの 

キュービクル式の 

もの 
1.0 0.6 0.2 0 ― ― 1.2 1.0 0.2 0 0 1.0 

キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
式 

以
外
の
も
の 

蓄電池 ― 0.6 ― 0.1 ― 
0.6 

(※) 
― ― ― ― ― ― 

充電装置 1.0 0.6 0.2 0 ― ― ― ― ― ― ―  

備考：欄中 ※印は、架台等を設けることによりそれらの高さが 1.6ｍを超える場合にあっては、1.0ｍ以上離れてい

ること。また、欄中の ― は、保有距離の規定が適用されてないものを示す。 

 

 ⑸ 換気設備 

   換気設備は、前４⑵ア(ｱ)ａの例により設けること。 

 ⑹ 警報装置 

   蓄電池設備に減液警報装置が設けられているものは、容易に人が確認することができる

ものを除き、防災センター等へ警報を発すること。 

 ⑺ 蓄電池設備の接続方法 
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  ア 一般負荷回路が火災等により、短絡、過負荷、地絡等を生じた場合、当該非常電源回

路に影響を与えないようにするため、蓄電池設備と負荷の結線方法は、過電流遮断器等

を、次の例により設けること。 

    ただし、これらと同等以上と認められる性能を有する場合にあっては、この限りでな

い。 

   (ｱ) 主遮断器の１次側より分岐するものは、第 23－32図の例によること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 23－32図 

 

   (ｲ) 主遮断器の２次側より分岐するものは、第 23－33図の例によること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 23－33図 

 

  イ 蓄電池設備の充電装置への配線は、配電盤から専用の回路とすること。 

 ⑻ その他 

   ナトリウム・硫黄電池又はレドックスフロー電池を設置する場合は、事前に消防本部予

防課と協議すること。 

 

６ 燃料電池設備 

  燃料電池設備は、省令第 12条第１項第４号ニの規定によるほか、次により設置すること。 

 ⑴ 燃料電池設備の構造及び性能 
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   燃料電池設備の構造及び性能は、前３⑴オによるほか、次によること。 

  ア 非常電源として使用する燃料電池設備は、燃料電池設備の基準（平成 18年消防庁告示

第８号。以下「燃料電池告示」という。）に適合するもの又は認定品のもの（以下「認定

燃料電池設備等」という。）とすること。 

  イ 燃料電池設備の定格出力 

    前４⑴イ(ｱ)から(ｴ)によること。ただし、「自家発電設備」とあるのは「燃料電池設

備」と読み替えること。 

  ウ 常用電源が停電した場合の燃料電池設備からの送電は、前４⑴ウによること。 

  エ 常用防災兼用燃料電池設備にあっては、前４⑴エによること。 

  オ 気体燃料とする燃料電池設備を設置する防火対象物には、ガス漏れ火災警報設備の検

知器を前４⑴カ(ｱ)から(ｴ)により設置すること。 

 ⑵ 設置場所 

   燃料電池設備の設置場所及び構造は、前３⑵の例によること。ただし、「非常電源専用受

電設備」及び「高圧受電設備」とあるのは「燃料電池設備」、「認定キュービクル等」とあ

るのは「認定燃料電池設備等」と読み替えること。 

 ⑶ 非常電源回路の保護 

  ア 耐火保護を要する範囲は、燃料電池設備の接続端子以後の部分とすること。 

    ただし、前３⑶ア(ｱ)から(ｷ)に掲げるもの及び消防用設備等の受信盤又は制御盤等に

組込まれたものにあっては、この限りでない。 

  イ 前３⑴イ(ｴ)に準じて非常電源回路を保護すること。 

 ⑷ 保有距離 

   燃料電池設備の周囲には、容易に操作、点検等をすることができるよう第 23－７表に定

める数値以上の空間を確保すること。 

 

第 23－７表 

（単位：ｍ） 

保有距離 

 

 

 

 

機器名 
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作
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（
前
面
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点
検
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換
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変電設備又は 

蓄電池設備 
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作
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点
検
面 

換
気
面 

そ
の
他
の
面 

キュービ

クル式の

もの 

キュービ

クル式以

外のもの 

キュービクル式のもの 1.0 0.6 0.2 0 1.2 1.0 0.2 0 0 1.0 

 

 ⑸ 換気設備 

   換気設備は、前３⑵ア(ｱ)の例によるほか、直接屋外に面する給気口及び排気口から有効 
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  に給排気が行える場合を除き前４⑹イ(ｲ)ｂからｄによること。 

   なお、給気口は、当該建築物の開口部、空調用排気口及び煙道の出口等からの影響を受

けない位置とすること 

 ⑹ 燃料の設置方法 

   燃料の設置等については、前４⑻イによること。 

 

７ 消防用設備等の配線の耐火・耐熱保護範囲 

  非常電源回路、操作回路、警報回路、表示灯回路（以下「非常電源回路等」という。）は、

他の回路による障害を受けることのないよう耐火配線又は耐熱配線で保護をすること。 

  なお、配線を保護をする範囲にあっては、消防用設備等の種別により次によること。 

 ⑴ 屋内消火栓設備及び屋外消火栓設備の非常電源回路等は、第 23－34図の例によること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 23－34図 

 

 ⑵ スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備の非常電源回路等は、第 23－35図の

例によること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 23－35図 
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 ⑶ 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備及び粉末消火設備の非常電源回路等は、第

23－36図の例によること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 23－36図 

 

 ⑷ 自動火災報知設備の非常電源回路等は、第 23－37図の例によること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 23－37図 
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 ⑸ ガス漏れ火災警報設備の非常電源回路等は、第 23－38図の例によること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 23－38図 

 

 ⑹ 非常ベル、自動式サイレンの非常電源回路等は、第 23－39図の例によること。 

 

 

 

 

 

 

第 23－39図 

 

 ⑺ 放送設備の非常電源回路等は、第 23－40図の例によること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 23－40図 
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 ⑻ 誘導灯の非常電源回路等は、第 23－41図の例によること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 23－41図 

 

 ⑼ 排煙設備の非常電源回路等は、第 23－42図の例によること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 23－42図 

 

 ⑽ 非常コンセント設備の非常電源回路等は、第 23－43図の例によること。 

 

 

 

 

 

第 23－43図 
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 ⑾ 無線通信補助設備の非常電源回路等は、第 23－44図の例によること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 23－44図 

 

 ⑿ 連結送水管及び消防用水（加圧送水装置を設置する場合に限る。）の非常電源回路等は、

第 23－45図の例によること。 

 

 

 

 

 

 

 

第 23－45図  
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８ 配線の耐火・耐熱保護 

  非常電源回路等の耐火配線及び耐熱配線（以下「耐火配線等」という。）の工事種別及び布

設方法並びに接続工法は、次によること。 

 ⑴ 耐火配線の工事種別及び布設方法は、第 23－８表によること。 

 

第 23－８表 

電線等の種類 工事の種別 施設方法 

・アルミ被ケーブル 

・鋼帯がい装ケーブル 

・クロロブレン外装ケーブル 

・ＣＤケーブル 

・鉛被ケーブル 

・架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 

・600V二種ビニール絶縁電線 

・ハイパロン絶縁電線 

・四フッ化エチレン絶縁電線 

・シリコンゴム絶縁電線 

・ポリエチレン絶縁電線 

・架橋ポリエチレン絶縁電線 

・ＥＰゴム絶縁電線 

・架橋ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブ

ル 

・ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル 

・ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 

・ＥＰゴム絶縁クロロプレンシースケーブル 

・その他これらと同等以上と認められる電線 

・金属管工事 

・二種金属製可とう電線管

工事 

⑴ 耐火構造とした主要構

造部に深さ 20㎜以上埋

設すること。 

⑵ 厚さ 20㎜以上のラス

モルタル等で保護するこ

と。 

⑶ その他⑴及び⑵と同等

以上の耐火性能を有する

と認められる方法とする

こと。 

・合成樹脂管工事 

・合成樹脂製可とう電線管

工事 

 上欄⑴により施設するこ

と。 

・ケーブル工事 

⑷ 不燃専用室、耐火性能

を有するパイプシャフト

及びピットの区画内に設

けること。 

 ただし、他の配線と共に

敷設する場合にあって

は、相互に 150㎜以上の

離隔をとるか、耐火鋼板

等で隔てること。 

・バスダクト ・バスダクト工事 

⑸ 上欄⑴から⑶又は耐火

能を有するバスダクトを

使用して施設すること。 

・耐火電線 
電線管用のもの 

・金属管工事 

・二種金属製可とう電線管

工事 

・合成樹脂管工事 

・合成樹脂製可とう電線管

工事 

・ケーブル工事 

 

 

その他のもの ・ケーブル工事  

・ＭＩケーブル ・ケーブル工事  
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 ⑵ 耐熱配線の工事種別及び布設方法は、第 23－９表によること。 

 

第 23－９表 

電線等の種類 工事の種別 施設方法 

・アルミ被ケーブル 

・鋼帯がい装ケーブル 

・クロロブレン外装ケーブル 

・ＣＤケーブル 

・鉛被ケーブル 

・架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 

・600V二種ビニール絶縁電線 

・ハイパロン絶縁電線 

・四フッ化エチレン絶縁電線 

・シリコンゴム絶縁電線 

・ポリエチレン絶縁電線 

・架橋ポリエチレン絶縁電線 

・ＥＰゴム絶縁電線 

・架橋ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル 

・ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル 

・ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 

・ＥＰゴム絶縁クロロプレンシースケーブル 

・その他これらと同等以上と認められる電線 

⑴ 金属管工事 

⑵ 可とう電線管工事 

⑶ 金属ダクト工事 

 

⑷ ケーブル工事 
 不燃性のダクトに敷設す

ること。 

⑸ ⑴から⑷以外の工事 

 不燃専用室、耐火性能を

有するパイプシャフト及び

ピットの区画内に設けるこ

と。 

 ただし、他の配線と共に 

敷設する場合にあっては、

相互に 150㎜以上の離隔を

とるか、不燃材料で隔てる

こと。 

・バスダクト ・バスダクト工事  

・耐熱電線 

・耐熱光ファイバーケーブル 
・ケーブル工事  

・耐熱同軸ケーブル 

・耐熱漏洩同軸ケーブル 
・ケーブル工事  

 

 ⑶ 耐火電線等に接続部が生じる場合は、所要の耐火性能又は耐熱性能を有することが必要

となるため、接続工法は次によること。 

  ア 耐火電線（低圧のものに限る。）の標準工法は、JCS 4506低圧耐火ケーブル接続部標準

工法のとおりとする。 

  イ 耐熱電線の標準工法は、JCS 3501小勢力回路用耐熱電線接続部標準工法のとおりとす

る。 

  ウ 耐熱型閉端接続子工法を、省令第 24条第１号ホ及び第５号ホに使用する電線の接続工

法として用いる場合の要件は、別添７のとおりとする。 

  エ 接続工法が標準工法及び耐熱型閉端接続子工法以外の工法であるものについては、耐

火電線等の種別及び当該工法に係る構造、材料、耐火性能又は耐熱性能等を示す図書を

添付し、省令別記様式第１号の７「工事整備対象設備等着工届出書」により春日井市消

防長あてに届出を行うこと。
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様式１ 

計 算 書  №      

年  月   日  

  自 家 発 電 設 備 出 力 計 算 書 

 

特   性   等  自  家  発  電  設  備 

⑴ 
対象負荷機器 

 様式２のとおり 

 ⑴ 種  類 

 
⑵ 型式番号 

⑵ 

発電機 特性 

    xd´g ＝           

    ⊿Ｅ ＝           

    ＫＧ３ ＝           

    ＫＧ４ ＝           

   ηg/Ｃｐ＝ 

 

 

⑶ 

発電機出力 

 定格出力        ｋＶＡ  極   数         極 

 定格電圧        Ｖ    定格回転数        min－１ 

 定格力率  0.8 

 

 

⑷ 

原動機出力 

 原動機の種別                      

 定格出力        ｋＷ   定格回転数        min－１ 

 使用燃料             整 合 率          
⑶ 

原動機 特性 

    ａ  ＝           

    ε  ＝           

    γ  ＝           

 

    

 
作 

成 

者 

会社名  

⑷ 

負荷機器 

    Ｄ  ＝           

    ｄ  ＝           

 氏 名                         ○印  

 資 格  
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様式２ 

備考１ 誘導電動機の始動方式で、Ｌはラインスタート、ＹはＹ－Δ始動、Ｒはリアクトル始動、Ｃはコンドルファ始動、ＳＣは特殊コンドルファ始動、ＶＣは連続電圧制御始動を示す。 

備考２ 制御方式で、ＴＨはサイリスタレオナード方式、ＭＧは直流Ｍ－Ｇ方式、ＦＢは交流帰還方式、ＶＦは交流ＶＶＶＦ方式、ＯＹは油圧制御方式を示す。  

自家発電設備出力計算シート（負荷表） 件    名  

機
器
番
号 

負荷名称 台数 

換算を必 

要とする 

入力又は 

出  力 

(kW、kVA) 

出力 

換算 

係数 

出力 

mi 

(kW) 

始動 

方式 

又は 

制御 

方式 

Ｍ２の選定 Ｍ３の選定 Ｍ２’の選定 Ｍ３’の選定 

高調波 

発生負荷 

Ri(kW) 

不平衡負荷 

(kW) 

ｋｓ

Z′ｍ
 

ｋｓ

Z′ｍ
 

×mi  

ｋｓ

Z′ｍ
 
ｋｓ

Z′ｍ
－1.47 

(
ｋｓ

Z′ｍ
－1.47) 

×mi  

ｋｓ

Z′ｍ
cosθS 

 

ｋｓ

Z′ｍ
cosθS 

×mi  

ｋｓ

Z′ｍ
cosθS 

ｋｓ

Z′ｍ
cosθS 

－１  

(
ｋｓ

Z′ｍ
cosθS－１) 

×mi  
R-S S-T T-R 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

合  計 
 
 
 

及び選定 

   負荷出力合計値 Ｋ 
 
 
 
    Ｋ＝∑ｍｉ＝(    ) 

ｋｓ

Z′ｍ
×miの値が 

 
最大となる 
ｍｉ＝Ｍ２ 

 
Ｍ２＝(    ) 

(
ｋｓ

Z′ｍ
－1.47)×miの値が 

 
最大となるｍｉ＝Ｍ３ 

 
 
     Ｍ３＝(    ) 

ｋｓ

Z′ｍ
cosθS×miの値が 

 
最大となるｍｉ＝Ｍ２’ 

 
 
  Ｍ２’＝(    ) 

(
ｋｓ

Z′ｍ
cosθS－１)×miの値が 

 
最大となるｍｉ＝Ｍ３’ 

 
 
      Ｍ３’＝(    ) 

∑Ri＝R 
 
 
 
(   ) 

( ) ( ) ( ) 

最大値:A(  ) 
 
次の値:B(  ) 
 
最小値:C(  ) 
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様式２－２ 

自家発電設備出力計算シート 負荷表（同時始動計算用） 件名  

機
器
番
号 

負荷名称 台数 

換算を必 

要とする 

入力又は 

出  力 

(kW、

kVA) 

出力 

換算 

係数 

① 

出力 

mi 

(kW) 

制
御
方
式 

計              算              値 

高調波 

発生 

負荷 

Ri(kW) 

始 動 瞬 時 始       動        中 

ｋｓ

Z′ｍ
 

② 

ｋｓ

Z′ｍ
 

×mi 

 

ｋｓ

Z′ｍ
cosθS 

 

③ 

ｋｓ

Z′ｍ
cosθS 

×mi 

ＲＧ２用 ＲＥ２用 ＲＧ３用 ＲＥ３用 

ｋｓ

Z′ｍ
 

⑨ 

ｋｓ

Z′ｍ
 

×mi 

ｋｓ

Z′ｍ
 

④ 

ｋｓ

Z′ｍ
 

×mi 

 

ｋｓ

Z′ｍ
cosθS 

 

⑤ 

ｋｓ

Z′ｍ
cosθS 

×mi 

ｋｓ

Z′ｍ
 

⑥ 

ｋｓ

Z′ｍ
 

×mi 

ｋｓ

Z′ｍ
 

⑦ 

ｋｓ

Z′ｍ
 

×mi 

 

ｋｓ

Z′ｍ
cosθS 

 

⑧ 

ｋｓ

Z′ｍ
cosθS 

×mi 

                        

                        

                        

                        

集
計 Ｍｐ＝∑①＝(     )  ∑②＝(   ) ∑③＝(   ) ∑⑨＝(   )  ∑④＝(   ) ∑⑤＝(   ) ∑⑥＝(   )  ∑⑦＝(   ) ∑⑧＝(    ) 

∑Ri＝R 

=(  ) 

選 
 

定 

Mp＝(    ) 

 

ＲＧ２：Z’mp＝(   ) 

 

ＲＧ３：Z’mp＝(   ) 

 

ＲＥ２：Z’mp＝(   )cosθＳＰ＝(   ) 

 

ＲＥ３：Z’mp＝(   )cosθＳＰ＝(   ) 

１

Z’mp
＝

１

Mp
×∑② 

＝
１

（    ）
×(    ) 

＝
１

（    ）
 

 cosθＳＰ ＝
∑ ③

∑ ②
 

＝
（    ）

（    ）
)＝（    ） 

１

Z’mp
=
１

Mp
×∑⑨ 

 

=
1

(  )
×(  ) 

 

＝
1

(    )
 

１

Z’mp
＝

１

Mp
×∑④ 

＝
１

（    ）
×(    ) 

＝
１

（    ）
) 

 cosθＳＰ ＝
∑ ⑤

∑ ④
 

＝
（    ）

（    ）
)＝（    ） 

１

Z’mp
=
１

Mp
×∑⑥ 

 

=
1

(  )
×(  ) 

 

＝
1

(    )
 

１

Z’mp
＝

１

Mp
×∑⑦ 

＝
１

（    ）
×(    ) 

＝
１

（    ）
) 

 cosθＳＰ ＝
∑ ⑧

∑ ⑦
 

＝
（    ）

（    ）
)＝（    ） 

 

備考１ ＲＧ２：Z’mpは、∑②と∑⑨を比較し、大きい値の方のZ’mpとする。      備考２ ＲＧ３：Z’mpは、∑②と∑⑥を比較し、大きい値の方のZ’mpとする。 
備考３ ＲＥ２：Z’mpは、∑②と∑④を比較し、大きい値の方のZ’mpとする。      備考４ ＲＧ３：Z’mpは、∑②と∑⑦を比較し、大きい値の方のZ’mpとする。 
備考５ ＲＥ２：cosθＳＰは、∑③と∑⑤を比較し、大きい値の方の cosθＳＰとする。      備考６ ＲＥ３：cosθＳＰは、∑③と∑⑧を比較し、大きい値の方の cosθＳＰとする。 

備考７ 誘導電動機の始動方式で、Ｌはラインスタート、ＹはＹ－Δ始動、Ｒはリアクトル始動、Ｃはコンドルファ始動、ＳＣは特殊コンドルファ始動、ＶＣは連続電圧制御始動を示す。 
備考８制御方式で、ＴＨはサイリスタレオナード方式、ＭＧは直流Ｍ－Ｇ方式、ＦＢは交流帰還方式、ＶＦは交流ＶＶＶＦ方式、ＯＹは油圧制御方式を示す。  



- 1063 - 

様式３ 

自家発電設備出力計算シート（発電機） 

ＲＧ１ 

 ＝ 1.47Ｄ・Ｓｆ ＝ 1.47×（      ）×（      ）＝ 

  ⊿Ｐ ＝ Ａ＋Ｂ－２Ｃ ＝ （      ）＋（      ）－２×（      ）＝（      ） 

  Ｓｆ＝１＋0.60 ⊿Ｐ／Ｋ ＝ １＋0.60×（      ）／（      ）＝（      ） 

ＲＧ１ 

(    ) 

ＲＧ２ 

ＥＶの有無 

 

有 ・ 無 

 ＝
１－⊿Ｅ

⊿Ｅ
・xg’d・

ｋｓ

Z‘ｍ
・

Ｍ
２

Ｋ
＝ ＝

１－(     )

(     )
×(     )×(     )×

(     )

(     )
 ＝ 

ＲＧ２ 

(    ) 

ＲＧ３ 

 ＝ 
ｆｖ

１

ＫＧ
３

 {1.47ｄ＋（
ｋｓ

Z‘ｍ
 －1.47ｄ）

Ｍ
２

Ｋ
 )｝ 

 ＝ 
(    )

(    )
 ×{1.47×(    )＋((    )－1.47×(    )× 

(    )

(    )
 )} ＝ 

ＲＧ３ 

(    ) 

ＲＧ４ 

 ＝ 
１

0.15・Ｋ
 √(Ｈ－RAF)

2
＋{1.47 × (Ａ＋Ｂ)－2.94 × Ｃ}

２
× (１－３ｕ＋３ｕ

２
) 

 ＝ 
１

0.15・(   )
 √((  )－(  ))

2
＋ {1.47 × ((  )＋(  ))－2.94 × (  )}

２
× (１－３(  )＋３(  )

２
) 

Ｈ＝
1.3

2.3－
Ｒ

Ｋ

 √（0.355 × Ｒ６）
２
＋（0.606＋Ｒ３× hph）

２
＝

1.3

2.3－
(   )

(   )

 √（0.355 × (  ))２＋(0.606＋(  ) × (  ))２＝ (   )) 

RAF＝max.(0.8×ACF、0.8×Ｈ)＝max.(0.8×(  )、0.8×(  ))＝ ＝ (   )  hph＝１－0.413 
ＲＢ

ＲＡ
 ＝１－0.413 

(  )

(  )
 ＝(   ) 

 ｕ ＝ 
Ａ−Ｃ

⊿Ｐ 
 ＝ 

(   )−(   )

(   )
 

 ＝ (   )  ｕ２＝(   ) 

ＲＧ４ 

 

(    ) 

ＲＧ     ＲＧ１、ＲＧ２、ＲＧ３、ＲＧ４のうち、最大値       ＲＧ＝ＲＧ（    ） 
ＲＧ 

(    ) 

発電機定格出力Ｇ 

（ｋＶＡ） 

                                       ｋＶＡ         ｋＶＡ 

   ＲＧ×Ｋ ＝ （      ） × （      ） ＝ （      ） ⇒ （      ） 
備考１ ＥＶ有の場合、⊿Ｅは、0.2以下とする。 

備考２ ＥＶ有の場合は、ｆｖ１ ＝1.0とし、ＥＶ無の場合のｆｖ１は、諸元表２－１による。  
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様式４ 

自家発電設備出力計算シート（原動機・整合） 

ＲＥ１  ＝ 1.3Ｄ ＝ 1.3×(    ) 
ＲＥ１ 

   (     ) 

ＲＥ２ 

デ
ィ
ー
ゼ
ル 

エ
ン
ジ
ン 

ＥＶの有無 

 

有 ・ 無 

 ＝ ｆｖ２{1.026ｄ＋（ 
1.163

ε
 ・ 

ｋｓ

Z‘ｍ
  cosθ

S
 －1.026ｄ）

Ｍ
２
′

Ｋ
 } 

 ＝ (    ){1.026(    )＋（ 
1.163

(     )
 ・(    )－1.026×(    )）× 

(    )

(    )
 ｝ ＝ 

ＲＥ２ 

   (     ) 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン 

 ＝ ｆｖ２｛ 
1.163

ε
 ・ 

ｋｓ

Z‘ｍ
 cosθ

S
 ・ 

Ｍ
２
′

Ｋ
 ｝ ＝(    )｛ 

1.163

(    )
 ・(    )× 

(    )

(    )
 ｝ ＝ 

{ 

ＲＥ２ 

   (     ) 

ＲＥ３ 

 ＝ 

ｆｖ
３

γ
 ｛1.368ｄ＋(1.163 

ｋｓ

Z‘ｍ
 cosθ

S
 －1.368ｄ) 

Ｍ
３
′

Ｋ
 ｝  

 ＝ 
(    )

(    )
 ｛1.368×(    )＋(1.163×(    )－1.368×(    )) 

(    )

(    )
 ） ＝ 

ＲＥ３ 

   (     ) 

ＲＥ     ＲＧ１、ＲＧ２、ＲＧ３のうち、最大値       ＲＧ＝ＲＧ（    ） 
ＲＥ 

   (     ) 

原動機定格出力Ｅ 

（ｋＷ） 

 ＝ ＲＥ・Ｋ・Ｃｐ 

 ＝（    ）×（    ）×（    ）＝（    ）ｋＷ 

整   合 

Ｍ Ｒ 
 ＭＲ ＝ 1.13 

Ｅ

Ｃｐ・Ｇ
 ＝ 1.13 

（    ）

（    ）×（    ）
＝（    ）＝（    ） ＭＲ ≧ 1.0 

     

自家発電設備の出力 
              ｋＶＡ  

    Ｇ ＝（      ）             力率 ＝ 0.8 

              ｋＷ      ディーゼルエンジン 

    Ｅ＝（      ）        ガスタービン（一軸・ニ

軸） 

備考１ ＥＶ有の場合、ｆｖ2、ｆｖ3＝1.0とし、ＥＶ無の場合のｆｖ2、ｆｖ3は、諸元表２－１による。 

備考２ ＭＲ＜1.0の場合は、ＭＲ≧1.0となるようにＥの値を増す。なお、ＭＲ＜1.5であることが望ましい。
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別添１ 負荷出力合計（Ｋ）の算出方法 

 

１ 負荷出力合計（Ｋ） 

  負荷出力とは、非常電源を必要とする消防用設備等の機器（自家発電設備の負荷として接

続する機器をいう。）の定格出力をいい、これらの出力の総和を負荷出力合計（以下「Ｋ値」

という。）とする。 

 

２ Ｋ値の算出方法 

 ⑴ Ｋ値 

   Ｋ値は、次の式により求めること。 

   Ｋ＝∑ ｍ
ｉ

n
i=１

 

    ｍｉ ：個々の負荷機器の出力（kＷ） 

    ｎ ：負荷機器の個数 

 

 ⑵ 出力 

   出力（ｍｉ）は、個々の負荷機器の定格表示に応じて次により求めること。 

  ア 定格が出力（kＷ）で表示されている機器の場合（一般誘導電動機等） 

   (ｱ) 一般電動機（誘導機）の場合 

     ｍｉ＝定格出力（ｋＷ） 

 

   (ｲ) 非常用昇降機の場合 

     ｍｉ＝
Ｕ

Ｖ

ｎ
・∑ Ｅ

Ｖｉ
・Ｖ

ｉ

ｎ

ｉ＝１
 

      ＵＶ ：昇降機の台数により換算係数 

      Ｎ ：昇降機の台数 

      ＥＶｉ：昇降機の制御方式によって定まる換算係数 

         通常の場合は、別添６ １⑴に示すＥＶの値を用いる。 

      Ｖｉ ：昇降機巻上げ電動機の定格出力（ｋＷ） 

 

   (ｳ) 充電装置の場合 

     ｍｉ＝Ⅴ・Ａ 

     Ｖ ：直流側の定格電圧（均等）（Ｖ） 

     Ａ ：直流側の定格電流（Ａ） 
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   (ｴ) 白熱灯・蛍光灯の場合 

     ｍｉ＝定格消費電力（定格ランプ電力）（ｋＷ） 

        白熱灯は定格消費電力、蛍光灯は定格ランプ電力とする。 

 

   (ｵ) 差込負荷の場合 

     ｍｉ＝Ｌｉ（ｋＷ） 

     Ｌｉ ：非常用コンセント（単相）の定格電圧（ｋＶ）×定格電流（Ａ） 

        通常の場合は、0.1ｋＶ、15Ａとする。 

 

   イ 定格が出力（kVA）で表示されている機器の場合（CVCF、充電装置等） 

     ｍｉ＝Ｃｉ・cosθｉ 

     Ｃｉ  ：定格出力（kVA） 

     cosθｉ：負荷の力率（定格値） 

         通常の場合は、別添６ １⑴に示す力率の値を用いることができる。 

 

   ウ その他の機器の場合 

     効率（ηＬｉ）が 0.85より著しく小さい機器の場合は、次式によること。 

    ｍｉ＝
η
Ｌ

η
Ｌｉ

・Ｋ
ｉ
 

      ηＬ  ：負荷の総合効率（0.85） 

      ηＬｉ ：当該負荷の定格効率 

      Ｋｉ  ：負荷出力（ｋＷ） 

 

３ 負荷出力合計（Ｋ値）の算出手順 

  負荷出力合計（Ｋ値）の算出方法は、前述のとおりであるが、その具体的算出に当たって

は、様式２に示す計算シートを用いるものであること。 

  なお、計算シートを用いた算出の手順は、次によることとし、各算出式に用いる係数等に

ついては、別記６の諸元表によること。 

 ⑴ 負荷表の作成 消防用設備等の負荷機器を選定し、様式２「自家発電 設備の出力計算シ

ート負荷表」（以下「負荷表」という。）に所定の事項を記入する。 

 ⑵ ① 件名 

    防火対象物の名称等を記入する。 

 ⑶ ② 機器番号 

    負荷機器番号等を記入する。 

 ⑷ ③ 負荷名称 
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    負荷機器名称を記入する。 

 ⑸ 負荷出力合計の算出 

  ア 台数 負荷機器台数を記入する。 

  イ ⑤ 換算を必要とする負荷機器の入力又は出力(ｋＷ、ｋＶＡ) 

     換算を必要とする負荷機器の入力又は出力(ｋＷ、ｋＶＡ)を記入する。 

     該当機器：昇降機、ＣＶＣＦにつきその定格値を記入する。 

  ウ ⑥ 出力換算係数 

     昇降機等の出力換算を必要とする負荷機器につき、別添６ １⑴に示す値を記入す

る。 

  エ ⑦ 出力 

     負荷機器の出力を記入する。 

     また、換算を必要とする負荷機器については、当該負荷機器容量と出力換算係数

（Ｅｖ等）の積を出力の欄に記入する。 

     なお、複数台の機器（昇降機を除く。）が同時始動するときはその出力の合計値を記

入する。 

     また、昇降機が複数台ある場合は、前２⑵ア(ｲ)で求めた値を記入する。 

  オ ⑧ 負荷出力合計値（Ｋ値）の算出 

     ⑦の総和を求め、Ｋ＝Σｍｉ＝⑧(     )に記入する。 

 ⑹ Ｍ２の選定 

  ア ⑨ 始動方式又は制御方式 

     誘導電動機にあっては始動方式を、昇降機にあっては制御方式を記入する。 

  イ ⑩ 
ｋｓ

Z‘ｍ
 

     当該負荷機器のＲＧ２用の
ｋｓ

Z‘ｍ
の値を別添６ １⑶より求め記入する。 

     また、昇降機が複数台ある場合又は複数台の機器が同時始動する場合は、様式２－

２で求めたＲＧ２用の値を記入する。 

  ウ ⑪ 
ｋｓ

Z‘ｍ
・ｍ１ 

     ⑦×⑩の値を求め記入する。 

  エ ⑫ Ｍ２の選定 

     ⑪の値が最大となる⑦のｍｉを、ｍｉ＝Ｍ２＝⑫（     ）に記入する。 

 ⑺ Ｍ３の選定 

  ア ㉝ 
ｋｓ

Z‘ｍ
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     当該負荷機器のＲＧ３用の
ｋｓ

Z‘ｍ
の値を別添６ １⑶より求め記入する。 

     また、昇降機が複数台ある場合又は複数台の機器が同時始動する場合は、様式２－

２で求めたＲＧ３用の値を記入する。 

  イ ⑬ 
ｋｓ

Z‘ｍ
－1.47 

     ㉝－1.47の値を求め記入する。 

  ウ ⑭ （
ｋｓ

Z‘ｍ
－1.47）・ｍｉ 

     ⑦×⑬の値を求め記入する。 

  エ ⑮ Ｍ３の選定 

     ⑭の値が最大となる⑦のｍｉを、ｍｉ＝Ｍ３＝⑮（     ）に記入する。 

 ⑻ Ｍ２’の選定 

  ア ⑰ 
ｋｓ

Z‘ｍ
cosθＳ 

     当該負荷機器のＲＥ２用の
ｋｓ

Z‘ｍ
cosθＳの値を別添６ １⑶より求め記入する 

     また、昇降機が複数台ある場合又は複数台の機器が同時始動する場合は、様式２－

２で求めたＲＥ２用の値を記入する。 

  イ ⑱ 
ｋｓ

Z‘ｍ
cosθＳ・ｍｉ 

     ⑦×⑰の値を求め記入する。 

  ウ ⑲ Ｍ２’の算定 

     ⑱の値が最大となる⑦のｍｉを、ｍｉ＝Ｍ２’＝⑲（     ）に記入する。 

 ⑼ Ｍ３’の選定 

  ア ㉞ 
ｋｓ

Z‘ｍ
cosθＳ 

     ＲＥ３用の
ｋｓ

Z‘ｍ
cosθＳの値を別添６ １⑶より求め記入する。 

     また、昇降機が複数台ある場合又は複数台の機器が同時始動する場合は、様式２－

２で求めたＲＥ３用の値を記入する。 

  イ ⑳ 
ｋｓ

Z‘ｍ
cosθＳ－１ 

     ㉞－１の値を求め記入する。 
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  ウ ㉑ （
ｋｓ

Z‘ｍ
cosθＳ－１）・ｍｉ 

     ⑦×⑳の値を求め記入する。 

  エ ㉒ Ｍ３’の算定 

     ㉑の値が最大となる⑦のｍｉを、ｍｉ＝Ｍ３’＝㉒に記入する。 

 ⑽ 高調波発生負荷出力合計の算出 

  ア ㉓ 高調波発生負荷Ｒｉ（ｋＷ） 

     負荷機器のうち充電装置、ＣＶＣＦ等の整流器使用負荷機器について、⑦の値を㉓

に記入する。 

     昇降機にあっては、巻上電動機の出力⑤の値を㉓に記入する。 

  イ ㉔ ΣＲｉ＝Ｒの算出 

     ㉓の総和を求め、ΣＲｉ＝Ｒ＝㉔（     ）に記入する。 

 ⑾ 不平衡負荷の算出 

  ア ㉕ 不平衡負荷 

     単相負荷の負荷機器出力を㉕の該当欄に記入するとともに、Ｒ－Ｓ負荷の合計を㉖

にＳ－Ｔ負荷の合計を㉗に、Ｔ－Ｒ負荷の合計を㉘に記入する。 

  イ 最大値等の選出 

     ㉖、㉗及び㉘のうち、最大の値のものをＡ㉙に、次の値のものをＢ㉚に、最小の値

のものをＣ㉛に記入する。
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様式２ 

備考１ 誘導電動機の始動方式で、Ｌはラインスタート、ＹはＹ－Δ始動、Ｒはリアクトル始動、Ｃはコンドルファ始動、ＳＣは特殊コンドルファ始動、ＶＣは連続電圧制御始動を示す。 

備考２ 制御方式で、ＴＨはサイリスタレオナード方式、ＭＧは直流Ｍ－Ｇ方式、ＦＢは交流帰還方式、ＶＦは交流ＶＶＶＦ方式、ＯＹは油圧制御方式を示す。  

自家発電設備出力計算シート（負荷表） 件    名 ① 

②
機
器
番
号 

③ 
負荷名称 

④ 
台数 

⑤ 
換算を必 

要とする 

入力又は 

出  力 

(kW、kVA) 

⑥ 
出力 

換算 

係数 

⑦ 
出力 

mi 

(kW) 

⑨ 
始動 

方式 

又は 

制御 

方式 

Ｍ２の選定 Ｍ３の選定 Ｍ２’の選定 Ｍ３’の選定 

㉓ 

高調波 

発生負荷 

Ri(kW) 

㉕ 

不平衡負荷 

(kW) 
⑩ 

ｋｓ

Z′ｍ
 

⑪ 

ｋｓ

Z′ｍ
 

×mi 

㉝ 

ｋｓ

Z′ｍ
 

⑬ 

ｋｓ

Z′ｍ
－1.47 

⑭ 

(
ｋｓ

Z′ｍ
－1.47) 

×mi  

⑰ 

ｋｓ

Z′ｍ
cosθS 

 

⑱ 

ｋｓ

Z′ｍ
cosθS 

×mi  

㉞ 

ｋｓ

Z′ｍ
cosθS 

⑳ 

ｋｓ

Z′ｍ
cosθS 

－１  

㉑ 

(
ｋｓ

Z′ｍ
cosθS－１) 

×mi  

R-S S-T T-R 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

合  計 
 
 
 

及び選定 

⑧ 
   負荷出力合計値 Ｋ 
 
 
 
    Ｋ＝∑ｍｉ＝(    ) 

⑫ 

ｋｓ

Z′ｍ
×miの値が 

 
最大となる 
ｍｉ＝Ｍ２ 

 
Ｍ２＝(    ) 

⑮ 

(
ｋｓ

Z′ｍ
－1.47)×miの値が 

 
最大となるｍｉ＝Ｍ３ 

 
 
     Ｍ３＝(    ) 

⑲ 

ｋｓ

Z′ｍ
cosθS×miの値が 

 
最大となるｍｉ＝Ｍ２’ 

 
 
  Ｍ２’＝(    ) 

㉒ 

(
ｋｓ

Z′ｍ
cosθS－１)×miの値が 

 
最大となるｍｉ＝Ｍ３’ 

 
 
      Ｍ３’＝(    ) 

㉔ 
∑Ri＝R 
 
 
 
(   ) 

㉖ 

( ) 

㉗ 

( ) 

㉘ 

( ) 

最大値:A(㉙) 

次の値:B(㉚) 

最小値:C(㉛) 
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様式２－２ 

自家発電設備出力計算シート 負荷表（同時始動計算用） 件名  

機
器
番
号 

負荷名称 台数 

換算を必 

要とする 

入力又は 

出  力 

(kW、

kVA) 

出力 

換算 

係数 

① 

出力 

mi 

(kW) 

制
御
方
式 

計              算              値 

高調波 

発生 

負荷 

Ri(kW) 

始 動 瞬 時 始       動        中 

ｋｓ

Z′ｍ
 

② 

ｋｓ

Z′ｍ
 

×mi 

 

ｋｓ

Z′ｍ
cosθS 

 

③ 

ｋｓ

Z′ｍ
cosθS 

×mi 

ＲＧ２用 ＲＥ２用 ＲＧ３用 ＲＥ３用 

ｋｓ

Z′ｍ
 

⑨ 

ｋｓ

Z′ｍ
 

×mi 

ｋｓ

Z′ｍ
 

④ 

ｋｓ

Z′ｍ
 

×mi 

 

ｋｓ

Z′ｍ
cosθS 

 

⑤ 

ｋｓ

Z′ｍ
cosθS 

×mi 

ｋｓ

Z′ｍ
 

⑥ 

ｋｓ

Z′ｍ
 

×mi 

ｋｓ

Z′ｍ
 

⑦ 

ｋｓ

Z′ｍ
 

×mi 

 

ｋｓ

Z′ｍ
cosθS 

 

⑧ 

ｋｓ

Z′ｍ
cosθS 

×mi 

                        

                        

                        

                        

集
計 Ｍｐ＝∑①＝(     )  ∑②＝(   ) ∑③＝(   ) ∑⑨＝(   )  ∑④＝(   ) ∑⑤＝(   ) ∑⑥＝(   )  ∑⑦＝(   ) ∑⑧＝(    ) 

∑Ri＝R 

=(  ) 

選 
 

定 

Mp＝(    ) 

 

ＲＧ２：Z’mp＝(   ) 

 

ＲＧ３：Z’mp＝(   ) 

 

ＲＥ２：Z’mp＝(   )cosθＳＰ＝(   ) 

 

ＲＥ３：Z’mp＝(   )cosθＳＰ＝(   ) 

１

Z’mp
＝

１

Mp
×∑② 

＝
１

（    ）
×(    ) 

＝
１

（    ）
 

 cosθＳＰ ＝
∑ ③

∑ ②
 

＝
（    ）

（    ）
)＝（    ） 

１

Z’mp
=
１

Mp
×∑⑨ 

 

=
1

(  )
×(  ) 

 

＝
1

(    )
 

１

Z’mp
＝

１

Mp
×∑④ 

＝
１

（    ）
×(    ) 

＝
１

（    ）
) 

 cosθＳＰ ＝
∑ ⑤

∑ ④
 

＝
（    ）

（    ）
)＝（    ） 

１

Z’mp
=
１

Mp
×∑⑥ 

 

=
1

(  )
×(  ) 

 

＝
1

(    )
 

１

Z’mp
＝

１

Mp
×∑⑦ 

＝
１

（    ）
×(    ) 

＝
１

（    ）
) 

 cosθＳＰ ＝
∑ ⑧

∑ ⑦
 

＝
（    ）

（    ）
)＝（    ） 

 

備考１ ＲＧ２：Z’mpは、∑②と∑⑨を比較し、大きい値の方のZ’mpとする。      備考２ ＲＧ３：Z’mpは、∑②と∑⑥を比較し、大きい値の方のZ’mpとする。 
備考３ ＲＥ２：Z’mpは、∑②と∑④を比較し、大きい値の方のZ’mpとする。      備考４ ＲＧ３：Z’mpは、∑②と∑⑦を比較し、大きい値の方のZ’mpとする。 

備考５ ＲＥ２：cosθＳＰは、∑③と∑⑤を比較し、大きい値の方の cosθＳＰとする。      備考６ ＲＥ３：cosθＳＰは、∑③と∑⑧を比較し、大きい値の方の cosθＳＰとする。 
備考７ 誘導電動機の始動方式で、Ｌはラインスタート、ＹはＹ－Δ始動、Ｒはリアクトル始動、Ｃはコンドルファ始動、ＳＣは特殊コンドルファ始動、ＶＣは連続電圧制御始動を示す。 
備考８ 制御方式で、ＴＨはサイリスタレオナード方式、ＭＧは直流Ｍ－Ｇ方式、ＦＢは交流帰還方式、ＶＦは交流ＶＶＶＦ方式、ＯＹは油圧制御方式を示す。
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別添２ 発電機出力係数（ＲＧ）の算出方法 

 

１ 定常負荷出力係数（ＲＧ１） 

   ＲＧ２＝1.47Ｄ・Ｓｆ 

     Ｄ ：負荷の需要率 

     Ｓｆ：不平衡負荷による線電流の増加係数 

     Ｓｆ＝１＋0.6
⊿Ｐ

Ｋ
 

      ⊿Ｐ：単相負荷不平衡合計出力値（ｋＷ） 

         三相各線間に単相負荷Ａ、Ｂ及びＣ出力値(ｋＷ)があり、 

         Ａ≧Ｂ＞Ｃの場合、⊿Ｐ＝Ａ＋Ｂ－２Ｃとする。 

         (注) この式を使用する場合は、⊿Ｐ／Ｋ≦0.3であること。 

            ⊿Ｐ／Ｋ＞0.3の場合は、別添３によりＳｆを求めること。 

 

２ 許容電圧降下出力係数（ＲＧ２） 

   ＲＧ２＝
１−⊿Ｅ

⊿Ｅ
・ｘｄ′ｇ・

ｋｓ

Ｚ′ｍ
・

Ｍ
２

Ｋ
 

     ⊿Ｅ  ：発電機端許容電圧降下（ＰＵ（自己容量ベース）） 

     ｘｄ′ｇ：負荷投入時における電圧降下を評価したインピーダンス 

     ｋｓ  ：負荷の始動方式による係数 

     Ｚ′ｍ  ：負荷の始動時インピーダンス（ＰＵ） 

     Ｍ２   ：始動時の電圧降下が最大となる負荷機器の出力（kW） 

          すべての始動入力（
ｋｓ

Ｚ′ｍ
・ｍｉ）の値を計算して、その値が最大となる 

          ｍｉをＭ２とする。 

     Ｋ   ：負荷の出力合計（ｋＷ） 

 

３ 短時間過電流耐力出力係数（ＲＧ３） 

   ＲＧ３＝

ｆ
ｖｉ

ＫＧ
３

｛1.47ｄ＋（
ｋｓ

Ｚ′ｍ
－1.47ｄ）・

Ｍ
３

Ｋ
｝ 

     ｆｖｉ ：瞬時周波数低下、電圧降下による負荷投入減少係数 

         別添６ ２－１による。 

     ＫＧ３：発電機の短時間（15秒）過電流耐力（ＰＵ） 

         別添６ ２による。 
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     ｄ  ：別添６ １⑵によるベース負荷の需要率 

     ｋｓ ：負荷の始動方式による係数 

     Ｚ’ｍ ：負荷の始動時インピーダンス（ＰＵ） 

     Ｍ３ ：短時間過電流耐力を最大とする負荷機器の出力（ｋＷ） 

         すべての（始動入力（ｋＶＡ）－定格入力（ｋＶＡ））の値が最大となる負

荷の出力（ｋＷ） 

         (
ｋｓ

Ｚ′ｍ
－

ｄ

η
ｂ・cosθ

ｂ

)ｍｉを計算して、その値が最大となるｍｉをＭ３とす

る。 

     Ｋ  ：負荷の出力合計（kＷ） 

 

４ 許容逆相電流出力係数（ＲＧ４） 

 ＲＧ４＝
１

0.15・Ｋ
√(Ｈ－ＲＡＦ)

2
＋{1.47 × (Ａ＋Ｂ)－2.94 × Ｃ}

２
× (１－３ｕ＋３ｕ

２
) 

   Ｋ  ：負荷の出力合計（ｋＷ） 

   Ｈ  ：高調波電力合成値（ｋＶＡ） 

     Ｈ＝
1.3

2.3−
Ｒ

Ｋ

・√(0.355・Ｒ6)２＋(0.606・Ｒ3・hph) 

     Ｒ  ：整流機器の合計値（kＷ） 

     Ｒ６ ：６相全波整流機器の定格出力合計値（kＷ） 

     Ｒ３ ：３相及び単相全波整流機器の定格出力合計値（ｋＷ） 

     hph  ：移相補正係数 

      hph＝1.0－0.413 
ＲＢ

ＲＡ
 

        ＲＡ：基準相電源の整流器負荷合計値（ｋＷ） 

        ＲＢ ：30度移相電源の整流器負荷合計値（ｋＷ） 

   ＲＡＦ：アクティブフィルタ効果容量（kVA） 

      ＲＡＦ＝max．（0.8×ACF、0.8×Ｈ） 

          ACF：アクティブフィルタ定格容量（ｋＶＡ） 

     Ａ  ：Ａ相単相負荷出力値（ｋＷ） 

     Ｂ  ：Ｂ相単相負荷出力値（ｋＷ） 

     Ｃ  ：Ｃ相単相負荷出力値（ｋＷ） 

     ｕ  ：単相負荷不平衡係数 
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        ｕ＝
Ａ−Ｃ

⊿Ｐ
 

        ⊿Ｐ ：単相負荷不平衡分合計出力値（ｋＷ） 

            Ａ≧Ｂ≧Ｃの場合、△Ｐ＝Ａ十Ｂ－２Ｃとする。 

 

５ 発電機出力係数ＲＧの決定 

  ＲＧは、ＲＧ１、ＲＧ２、ＲＧ３及びＲＧ４の値の最大のものとする。 

     ＲＧ＝max．（ＲＧ１、ＲＧ２、ＲＧ３、ＲＧ４） 

 

６ ＲＧの値の調整 

  前項で求めたＲＧの値が、1.47Ｄの値に比べて著しく大きい場合には、対象負荷とバラン

スのとれたＲＧ値を選定するようにし、その値が 1.47Ｄに近づくよう調整すること。 

  この場合における調整は、次により行うこと。 

 ⑴ ＲＧの値の実用上望ましい範囲 

   1.47Ｄ≦ＲＧ≦2.2 

 ⑵ ＲＧ２又はＲＧ３により過大なＲＧの値が算出されている場合 

   始動方式の変更を行い、前⑴の範囲を満足するようにする。 

 ⑶ ＲＧ４が要因で過大なＲＧの値が算出されている場合 

   特別な発電機を選定し、前⑴の範囲を満足するようにする。 

 ⑷ 昇降機が要因でＲＧの値が過大になっている場合 

   昇降機の制御方式の変更が有効であり、かつ、可能であればそれを行い、ＲＧの値がよ

り小になるよう努める。 

 

７ 発電機の出力 

  選定する発電機定格出力は、ＲＧ×Ｋ（ｋＶＡ）以上とする。 

  ただし、ＲＧ×Ｋ（ｋＶＡ）の値の 95％以上の標準定格値のものがある場合は、それを選

ぶことができるものであること。 

 

８ 発電機出力係数（ＲＧ）の算出手順 

  発電機出力係数（ＲＧ）の算出方法は、前述の通りであるが、その具体的算出に当たって

は、様式３に示す計算シートを用いるものであること。 

  なお、計算シートを用いた算出の手順は、次によることとし、各算出式に用いる係数等に

ついては、別添６の諸元表によること。 

 ⑴ 発電機出力の算出 
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   負荷表の集計結果に基づいて、様式３「自家発電設備出力計算シート（発電機）」（以下

「発電機出力計算シート」という。）の所定の欄に当該数値を記入し、発電機出力を算出す

る。 

 ⑵ ＲＧ１＝1.47Ｄ・Ｓｆ 

      ＝1.47×㊶ (    )×㊷(    )＝㊸(    ) 

       ㊶：Ｄ   別添６ １⑵より求め、記入する。 

       ㊷：Ｓｆ  下記の計算結果より求め、記入する。 

       ㊸：ＲＧ１  上記の計算結果をＲＧ１とする。 

      Ｓｆ＝１＋0.6
⊿Ｐ

Ｋ
 

        ＝１＋0.6×
㉜(    )

⑧(    )
＝㊷(    ) 

       ㉜：⊿Ｐ  下記の計算結果より求め、記入する。 

       ⑧：Ｋ   負荷表の⑧の値を記入する。 

       ㊷：Ｓｆ  上記の計算結果をＳｆとする。 

      ⊿Ｐ＝Ａ＋Ｂ－２Ｃ 

        ＝㉙(    )＋㉚(    )－２×㉛(    ) 

        ＝㉜(    ) 

       ㉙：Ａ   負荷表のＡ㉙の値を記入する。 

       ㉚：Ｂ   負荷表のＢ㉚の値を記入する。 

       ㉛：Ｃ   負荷表のＣ㉛の値を記入する。 

       ㉜：⊿Ｐ  上記の計算結果を⊿Ｐとする。 

 ⑶ ＲＧ２＝
１−⊿Ｅ

⊿Ｅ
・ｘｄ′ｇ・

ｋｓ

Ｚ′ｍ
・

Ｍ
２

Ｋ
 

      ＝
１−㊹(    )

㊹(    )
×㊺(    )×㊻(    )×

⑫(    )

⑧(    )
 

      ＝㊼(    ) 

 ⑷ ＲＧ３＝

ｆ
ｖｉ

ＫＧ
３

｛1.47ｄ＋（
ｋｓ

Ｚ′ｍ
－1.47ｄ）・

Ｍ
３

Ｋ
｝ 

      ＝
㊱(   )

㊲(   )
1.47㊽(   )＋（㊾(   )－1.47㊽(   )）・

⑮(   )

⑧(   )
｝ 

      ＝㊿(    ) 

       ⑮：Ｍ３   負荷表の⑮Ｍ３の値を記入する。 
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       ㊱：ｆｖｉ  昇降機がある場合は 1.0、昇降機がない場合は別添６ ２－１より

求め、記入する。 

       ㊲：ＫＧ３  別添６ ２より求め、記入する。 

       ㊽：ｄ   別添６ １⑵より記入する。 

       ㊾：
ｋｓ

Ｚ′ｍ
  負荷表の⑮Ｍ３における⑩

ｋｓ

Ｚ′ｍ
の値を記入する。 

       ㊿：ＲＧ３  上記の計算結果をＲＧ３とする。 

 ⑸ ＲＧ４＝
１

0.15・Ｋ
 √(Ｈ－RAF)

2
＋{1.47 × (Ａ＋Ｂ)－2.94 × Ｃ}

２
× (１－３ｕ＋３ｕ

２
) 

   ＝
１

0.15×⑧(  )
√(○71 ( )＋○72 ( ))

2
＋{1.47 × (㉖( )＋㉗( ))－2.94 × ㉘( )}

２
 

 

× (１－３× ○52 ( )＋３× ○53 ( )２） 

   ＝○54 (    ) 

     Ｈ＝
1.3

2.3−
Ｒ

Ｋ

・√(0.355・Ｒ6)２＋(0.606・Ｒ3・hph) 

      ＝
1.3

2.3−
㉔(  )

⑧(  )

・√(0.355 × ○73 (  ))２＋(0.606 × ○74 (  ) × ○75 (  )) 

      ＝○71  (    ) 

    ＲＡＦ＝max．（0.8×ACF、0.8×Ｈ） 

       ＝max．（0.8×○76 (    )、0.8×○71 (    )）＝○72 (    ) 

      php＝1.0－0.413
ＲＢ

ＲＡ
＝1.0－0.413

○77 (    )

○78 (    )
＝○75 (    ) 

     ｕ＝
Ａ−Ｃ

⊿Ｐ
＝
㉙(    )−㉛(    )

㉜(    )
＝○52 (    ) 

     ｕ２＝○53 (    ) 

      ⑧：Ｋ   負荷の出力合計（ｋＷ） 

      ○71：Ｈ   高調波電力合成値（ｋＶＡ） 

      ○72：RAF   アクティブフィルタ効果容量（ｋＶＡ） 

      ㉙：Ａ   相単相負荷出力値（ｋＷ） 

      ㉚：Ｂ   相単相負荷出力値（ｋＷ） 

      ㉛：Ｃ   相単相負荷出力値（ｋＷ） 
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      ○52：ｕ   単相負荷不平衝係数 

      ○53：ｕ２   単相負荷不平衝係数 

      ○73：Ｒ６  ６相全波整流器の定格出力合計値（ｋＷ） 

      ○74：Ｒ３  ３相及び単相全波整流器の定格出力合計値（ｋＷ） 

      ○75：hph   移相補正係数 

      ○76：ACF   アクティブフィルタ効果容量（ｋＶＡ） 

      ○77：ＲＡ  基準相分の整流機器合計容量（ｋＷ） 

      ○78：ＲＢ  30度移相分の整流機器合計容量（ｋＷ） 

 ⑹ ＲＧを求める。 

   ○55：○43、○47、㊿及び○54の値のうち、最大の値をＲＧとする。 

   なお、1.47Ｄ≦ＲＧ≦2.2が望ましい。 

 ⑺ 発電機定格出力 

   Ｇ＝ＲＧ×Ｋ   ○57  

    ＝○55 (    )×⑧(    ) 

    ＝○56 (    ) ⇒○57  (    ) 

      ○56 :上記の計算結果を発電機計算出力とする。 

      ○57：○56の計算値に対して－５％（裕度範囲）を考慮して、発電機定格出力とす

る。
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自家発電設備出力計算シート（発電機） 

ＲＧ１ 

 ＝ 1.47Ｄ・Ｓｆ ＝ 1.47×㊶(      )×㊷(      )＝ 

  ⊿Ｐ ＝ Ａ＋Ｂ－２Ｃ ＝ ㉙(      )＋㉚(      )－２×㉛(      )＝㉜(      ) 

  Ｓｆ＝１＋0.60 ⊿Ｐ／Ｋ ＝ １＋0.60×㉜(      )／⑧(      )＝㊷(      ) 

ＲＧ１ 

㊸(   ) 

ＲＧ２ 

ＥＶの有無㊹ 

 

有 ・ 無 

 ＝
１－⊿Ｅ

⊿Ｅ
・xg’d・

ｋｓ

Z‘ｍ
・

Ｍ
２

Ｋ
＝ ＝

１－㊹(    )

㊹(    )
×㊺(    )×㊻(    )×

⑫(     )

⑧(     )
 ＝ 

ＲＧ２ 

㊼(   ) 

ＲＧ３ 

 ＝ 
ｆｖ

１

ＫＧ
３

 {1.47ｄ＋（
ｋｓ

Z‘ｍ
 －1.47ｄ）

Ｍ
２

Ｋ
 )｝ 

 ＝
㊳(    )

㊲(    )
×｛1.47＋㊽(    )＋(㊾(    )－1.47×㊽(    )－

⑮(    )

⑧(    )
) ＝ 

ＲＧ３ 

㊿(   ) 

ＲＧ４ 

 ＝
１

0.15・Ｋ
 √(Ｈ－ＲＡＦ)

2
＋{1.47 × (Ａ＋Ｂ)－2.94 × Ｃ}

２
× (１－３ｕ＋３ｕ

２
) 

 ＝
１

0.15×⑧( )
 √(○71 ( )＋○72 ( ))

2

＋{1.47 × (㉖( )＋㉗( ))－2.94 × ㉘( )}
２

× (１－３× ○52 ( )＋３× ○53 ( )
２

)＝○54 (  ) 

Ｈ＝
1.3

2.3－
Ｒ

Ｋ

 √（0.355 × Ｒ６）
２
＋（0.606＋Ｒ３× hph）

２
＝

1.3

2.3－
㉔(  )

⑧(  )

 √（0.355 × ○73 ( ))２＋(0.606＋○74 ( ) × ○75 ( ))２＝○71 (  ) 

RAF＝max.(0.8×ACF、0.8×Ｈ)＝max.(0.8×○76 ( )、0.8×○71 ( ))＝○72 ( )  hph＝１－0.413 
ＲＢ

ＲＡ
 ＝１－0.413 

○77 (  )

○78 (  )
 ＝○75 ( ) 

 ｕ ＝ 
Ａ−Ｃ

⊿Ｐ 
 ＝ 

㉙(   )−㉛(   )

㉜(   )
 

 ＝ ○52 (   )  ｕ２＝○53 (   ) 

ＲＧ４ 

 

○54 (   ) 

ＲＧ     ＲＧ１、ＲＧ２、ＲＧ３、ＲＧ４のうち、最大値       ＲＧ＝ＲＧ（    ） 
ＲＧ 

○55 (   ) 

発電機定格出力Ｇ 

（ｋＶＡ） 

                                      ｋＶＡ         ｋＶＡ 

   ＲＧ×Ｋ ＝○55 (      ) × ⑧(      ) ＝○56 (      ) ⇒  ○57 (      ) 
備考１ ＥＶ有の場合、⊿Ｅは、0.2以下とする。 
備考２ ＥＶ有の場合は、ｆｖ１ ＝1.0とし、ＥＶ無の場合のｆｖ１は、諸元表２－１による。
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別添３ 発電機出力係数（ＲＧ）の算出式（詳細式） 

 

１ 定常負荷出力係数（ＲＧ１） 

   ＲＧ1＝ 
１

η
Ｌ

 ・Ｄ・Ｓｆ・ 
１

cosθｇ
  

     η
Ｌ
＝

Ｋ

∑
ｍｉ

ηｉ

 

       ｍｉ  ：個々の負荷機器の出力（ｋＷ） 

       ηｉ  ：当該負荷の効率 

       Ｋ   ：負荷の出力合計（ｋＷ） 

       Ｄ   ：負荷の需要率 

       Ｓｆ  ：不平衡負荷による線電流の増加係数 

       Ｓｆ＝√１＋
⊿Ｐ

Ｋ
＋

⊿Ｐ
２

Ｋ
２

（１－３ｕ＋３ｕ
２
） 

         ⊿Ｐ  ：単相負荷不平衡分合計出力値（ｋＷ） 

              三相各線間に、単相負荷Ａ､Ｂ及び、Ｃ出力値（Ｋｗ）があり、 

              Ａ≧Ｂ≧Ｃの場合、△Ｐ＝Ａ＋Ｂ－２Ｃとする。 

         ｕ   ：単相負荷不平衡係数 

              ｕ＝
Ａ−Ｃ

⊿Ｐ
 

         Cosθｇ ：発電機の定格効率 

 

２ 許容電圧降下出力係数（ＲＧ２） 

   ＲＧ２＝
１－⊿Ｅ

⊿Ｅ
・xg’d・

ｋｓ

Z‘ｍ
・

Ｍ
２

Ｋ
 

       ⊿Ｅ  ：発電機端許容電圧降下（PU（自己容量ベース）） 

       ｘd’g  ：負荷投入時における電圧降下を評価したインピーダンス（ＰＵ） 

       ｋｓ  ：負荷の始動方式による係数 

       Z’m   ：負荷の始動時インピーダンス（ＰＵ） 

       Ｍ２   ：始動時の電圧降下が最大となる負荷機器の出力（ｋＷ） 

       Ｋ   ：負荷の出力合計（ｋＷ） 
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３ 短時間過電流耐力出力係数（ＲＧ３） 

   ＲＧ３＝ 
ｆｖ

１

ＫＧ
３

 { 
ｄ

η
ｂ
・cosθ

ｂ

 (１－ 
Ｍ

３

Ｋ
 )＋ 

ｋｓ

Z‘ｍ
 ・ 

Ｍ
３

Ｋ
 } 

      ＝ 
ｆｖ

１

ＫＧ
３

 { 
ｄ

η
ｂ
・cosθ

ｂ

 ＋ ( 
ｋｓ

Z‘ｍ
 － 

ｄ

η
ｂ
・cosθ

ｂ

 ) 
Ｍ

３

Ｋ
 } 

       ｆｖ１  ：瞬時回転数低下、電圧降下による投入負荷低減係数 

            通常の場合は、ｆv１＝１.０とし、次の条件に全て適合する場合

は、次式による。 

      ① すべて消防負荷で、下式のＭ３に該当する負荷機器は、軽負荷（ポンプ類）で

あること。 

      ② 原動機はディーゼル機関又はガスタービン（一軸）とし、ディーゼル機関の

場合は、Ｋ≦35ｋＷ、ガスタービンの場合は、Ｋ≦55ｋＷであること。 

      ③ 電動機の始動方式は、ラインスタート、Ｙ－△始動（クローズドを含む）、リ

アクトル始動、コンドルファ始動、特殊コンドルファ始動であること。 

      ④ 負荷にエレベーターがないこと。 

      ⑤ 負荷に分負荷がないこと。 

      ⑥ Ｍ／Ｋ≧0.333であること。 

      計算式 

       ｆｖ１＝1.00－0.12×Ｍ３／Ｋ 

        ＫＧ３  ：発電機の短時間過電流耐力（ＰＵ） 

        ｄ   ：ベース負荷の需要率 

        ηｂ  ：ベース負荷の効率 

        cosθｂ ：べース負荷の力率 

        ｋｓ  ：負荷の始動方式による係数 

        Z’m   ：負荷の始動時インピーダンス（ＰＵ） 

        Ｍ３   ：短時間過電流耐力を最大とする負荷機器の出力（ｋＷ） 

        Ｋ   ：負荷の出力合計（ｋＷ） 

 

４ 許容逆相電流出力係数（ＲＧ４） 

   ＲＧ４＝ 
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１

Ｋ
 ・ 

１

ＫＧ
４

 √ (Ｈ－RAF)２＋(∑
Ａｉ

ηi・cosθi
＋∑

Ｂｉ

ηi・cosθi
＋

Ｃｉ

∑ηi・cosθi
)(１− ３ｕ− ３ｕ

２
)  

       Ｋ   ：負荷の出力合計（ｋＷ） 

       ＫＧ４  ：発電機の許容逆相電流による係数（ＰＵ） 

       Ｈ   ：高調波電力合成値（ｋＶＡ） 

     Ｈ＝hb・√(∑
Ｒ６ｉ・hkｉ

ηi・cosθi
)
２

＋(∑
Ｒ３ｉ・hkｉ

ηi・cosθi
)
２

 

       Hb   ：高調波分の分流係数 

         Hb＝
1.3

2.3−min.(１、Ｒ/Ｋ)
 

       Ｒ   ：：整流機器の合計値（ｋＷ） 

       Ｒ６ｉ ：６相全波整流機器の定格出力値（ｋＷ） 

       Ｒ３ｉ ：３相及び単相全波整流機器の定格出力値（ｋＷ） 

       ηｉ  ：当該機器の効率 

       cosθi ：当該機器の力率 

       hkｉ   ：当該機器の高調波発生率 

            ６相全波整流機器の場合 hk＝0.288 

            ３相全波整流機器の場合 hk＝0.491 

            単相全波整流機器の場合 hk＝0.570 

       hph   ：移相補正係数 

           hph＝1.0－0.413×ＲＢ/ＲＡ 

            ＲＡ  ：：基準相電源の整流器負荷合計値（ｋＷ） 

            ＲＢ  ：30度移相電源の整流器負荷合計値（ｋＷ） 

            ＲＡ≧ＲＢとする。 

       RAF   ：アクティブフィルター効果容量（ｋＶＡ） 

            アクティブフィルターの定格容量合計を ACF（ｋＷ）とすると、RAF

の取りうる値は、次のとおりとする。 

            RAF＝0.8×min．（Ｈ、ACF） 

     Ａi､Ｂi､Ｃi ：三相各線間に単相負荷Ａ、Ｂ及びＣの合計出力値（ｋＷ）があり、 

            Ａ≧Ｂ≧Ｃの場合、各線間の当該機器出力（ｋＷ）をＡi､Ｂi及び 

           Ｃiとする。 
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       ｕ   ：単相負荷不平衡係数 

            ｕ＝
Ａ−Ｃ

⊿Ｐ
 

          ⊿Ｐ＝Ａ＋Ｂ－２Ｃとする。  
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別添４ 原動機出力係数（ＲＥ）の算出方法 

 

１ 定常負荷出力係数（ＲＥ１） 

   ＲＥ１＝１.３Ｄ 

     Ｄ   ：負荷の需要率 

 

２ 許容回転数変動出力係数（ＲＥ２） 

 ⑴ 原動機がディーゼルエンジンの場合 

   ＲＥ２(Ｄ/Ｅ)＝{1.026ｄ＋(１－
Ｍ

２
′

Ｋ
 )＋ 

1.163

ε
 
ｋｓ

Z‘ｍ
  cosθ

S
 
Ｍ

２
′

Ｋ
}ｆｖ２ 

         ＝{1.026ｄ＋( 
1.163

ε
 
ｋｓ

Z‘ｍ
 cosθ

S
 －1.026ｄ)・

Ｍ
２
′

Ｋ
}ｆｖ２ 

       ｄ   ：：ベース負荷の需要率 

       ε   ：原動機の無負荷時投入許容量（ＰＵ（自己答量ベース）） 

       ｋｓ  ：負荷の始動方式による係数 

       Z’m   ：負荷の始動時インピーダンス（ＰＵ） 

       Cosθs ：負荷の始動時力率 

       Ｍ２′  ：負荷投入時の回転数変動が最大となる負荷機器の出力（ｋＷ） 

            すべて{(負荷の始動入力(ｋＷ))－(原動機瞬時投入許容容量を考慮

した定常負荷入力(ｋＷ))の値が最大となる負荷出力(ｋＷ) 

            ｛ 
ｋｓ

Z‘ｍ
 cosθ

S
 －(ε－ａ) 

ｄ

η
ｂ

 ｝ｍｉ 

            を計算して、その値が最大となるｍｉをＭ２’とする。 

       ａ   ：原動機の仮想全負荷時投入許容量（ＰＵ） 

       ηｂ   ：ベース負荷の効率 

       ｍｉ   ：個々の負荷機器の出力（ｋＷ） 

       Ｋ   ：負荷の出力合計（kW） 

       ｆｖ２  ：瞬時周波数低下、電圧降下による投入負荷減少係数 

            昇降機がある場合は 0.9、昇降機がない場合は別添６ ２－１により

求めた値とする。 

 

 ⑵ 原動機がガスタービンの場合 
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   ＲＥ２(ＧＴ)＝( 
1.163

ε
 ・ 

ｋｓ

Z‘ｍ
 cosθ

S
 ・

Ｍ
２
′

Ｋ
)ｆｖ２ 

       ε   ：原動機の無負荷時投入許容量（ＰＵ） 

       ｋｓ  ：負荷の始動方式による係数 

       Z’m   ：負荷の始動時インピーダンス（ＰＵ） 

       Cosθs ：負荷の始動時力率 

       Ｍ２′  ：負荷投入時の回転数変動が最大となる負荷機器の出力（ｋＷ） 

       Ｋ   ：負荷の出力合計（ｋＷ） 

       ｆｖ２  ：瞬時周波数低下、電圧降下による投入負荷減少係数 

            昇降機がある場合は 0.9、昇降機がない場合は別添６ ２－１により

求めた値とする。 

 

３ 許容最大出力係数（ＲＥ３） 

   ＲＥ３＝ 
ｆｖ３

𝛾
 {1.368ｄ(１－

Ｍ
３
′

Ｋ
 )＋ 

1.163

ε
 
ｋｓ

Z‘ｍ
 cosθ

S
 

Ｍ
３
′

Ｋ
} 

     ＝ 
ｆｖ３

𝛾
 { 1.368ｄ＋(1.163 

ｋｓ

Z‘ｍ
 cosθ

S
 －1.368ｄ)・

Ｍ
３
′

Ｋ
} 

       ｆｖ３  ：瞬時周波数低下、電圧降下による投入負荷減少係数 

            昇降機がある場合は 1.0、昇降機がない場合は別添６ ２－１により

求めた値とする。 

       γ   ：原動機の短時間最大出力 

       ｄ   ：ベース負荷の需要率 

       ｋｓ  ：負荷の始動方式による係数 

       Z’m   ：負荷の始動時インピーダンス（ＰＵ） 

       Cosθs ：負荷の始動時力率 

       Ｍ３′  ：負荷投入時に原動機出力を最大とする負荷機器の出力（ｋＷ） 

            すべての（始動入力（ｋＷ）－定格入力（kＷ））の値が最大となる 

            負荷機器の出力（ｋＷ） 

            ( 
ｋｓ

Z‘ｍ
 cosθ

S
 －

ｄ

η
ｂ

 )・ｍｉ 

            を計算して、その値が最大となるｍｉをＭ３′とする。 

       ηｂ   ：ベース負荷の効率 
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       ｍｉ   ：個々の負荷機器の出力（ｋＷ） 

       Ｋ   ：負荷の出力合計（ｋＷ） 

 

４ 原動機出力係数ＲＥの決定 

  ＲＥは､ＲＥ１､ＲＥ２及びＲＥ３の最大のものとする。 

   ＲＥ＝max．（ＲＥ１､ＲＥ２、ＲＥ３） 

 

５ ＲＥの値の調整 

  前項で求めたＲＥの値が 1.3Ｄの値に比べて著しく大きい場合には、対象負荷とバランスの

とれたＲＥの値を選定し、その値が１.３Ｄに近づくよう調整すること。 

  この場合における調整は、次により行うこと。 

 ⑴ ＲＥの値の実用上望ましい範囲 

   1.3Ｄ≦ＲＥ≦2.2 

 ⑵ 昇降機以外の負荷が要因で過大なＲＥの値となる場合 

   始動方式の変更を行って、⑴の範囲を満足するようにする。 

 ⑶ 回生電力を生ずる昇降機がある場合 

   ⑴の範囲を満足するものであっても、回生電力を生ずる昇降機がある場合、この回生電

力を吸収できることを確認する。 

   吸収できない場合は、回生電力を吸収する負荷を設けること。 

 

６ 原動機の軸出力 

  原動機の軸出力は、ＲＥ×Ｋ×Ｃｐ（ｋＷ）以上とする。 

 

７ 原動機出力係数（ＲＥ）の算出手順 

  原動機出力係数（ＲＥ）の算出方法は、前述の通りであるが、その具体的算出に当たって

は、様式４に示す計算シートを用いるものであること。 

  なお、計算シートを用いた算出の手順は、次によることとし、各算出式に用いる係数等に

ついては、別添６の諸元表によること。 

 ⑴ 原動機出力の算出と整合 

   負荷表及び発電機出力計算シートに基づいて様式４「自家発電設備出力計算シート（原

動機・整合）」の所定欄に当該数値を記入し原動機出力を算出、さらに発電機出力と原動機

出力の整合を確認して、自家発電設備出力をもとめる。 
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 ⑵ ＲＥ１＝1.3Ｄ＝1.3×㊶(    )＝○58 (    ) 

       ㊶：Ｄ   別添６ １⑵より求め記入する。 

       ○58：ＲＥ１ 上記の計算結果をＲＥ１とする。 

 ⑶ 動機種別によるＲＥ２ 

  ア ディーゼルエンジンの場合 

   ＲＥ２＝{1.026ｄ＋( 
1.163

ε
 
ｋｓ

Z‘ｍ
 cosθ

S
 －1.026ｄ)・

Ｍ
２
′

Ｋ
}ｆｖ２ 

      ＝{1.026×㊽(  )＋( 
1.163

○59 (  )
×○60 (  )－1.026×㊽(  ))×

⑲(  )

⑧(  )
} 

×㊳(   )＝○61 (   ) 

 

       ○59：ε     別添６ ３より求め記入する。 

       ○60：
ｋｓ

Z‘ｍ
 cosθ

S
 負荷表の⑲Ｍ２′におけるｍｉの⑰

ｋｓ

Z‘ｍ
 cosθ

S
の値を記入する。 

       ⑲：Ｍ２′   負荷表の⑲Ｍ２′の値を記入する。 

       ㊳：ｆｖ２    昇降機がある場合は 0.9、昇降機がない場合は別添６ ２－１

により求め記入する。 

       ○61：ＲＥ２   上記の計算結果をＲＥ２とする。 

  イ ガスタービンの場合 

   ＲＥ２＝( 
1.163

ε
 ・ 

ｋｓ

Z‘ｍ
 cosθ

S
 ・

Ｍ
２
′

Ｋ
)ｆｖ２ 

      ＝( 
1.163

○59 (   )
 × ○60 (   ) ×

⑲(   )

⑧(   )
) ×㊳(   ) ＝○62  (   ) 

       ○62：ＲＥ２    上記の計算結果をＲＥ２とする。 

 ⑷ ＲＥ３＝ 
ｆｖ３

𝛾
 {1.368ｄ＋(1.163 

ｋｓ

Z‘ｍ
 cosθ

S
 －1.368ｄ)・

Ｍ
３
′

Ｋ
} 

      ＝ 
㊴(   ）

○63 (   )
 {1.368×㊽(   )＋(1.163 ○64 (   )－1.368×㊽(   )) 

×
㉒(   )

⑧(   )
} ＝○65 (   ) 

       ㊴：ｆｖ３    昇降機がある場合は 0.9、昇降機がない場合は別添６ ２－１

により求め記入する。 
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       ○63：γ     別添６ ３より求め記入する。 

       ○64：
ｋｓ

Z‘ｍ
 cosθ

S
 負荷表の㉒Ｍ３′におけるｍｉのＺ’ｍ 

               ㉞
ｋｓ

Z‘ｍ
 cosθ

S
 の値を記入する。 

       ㉒：Ｍ３′   負荷表の㉒ Ｍ３′の値を記入する。 

       ○65：ＲＥ３   上記の計算結果をＲＥ３とする。 

 ⑸ ＲＥを求める。 

   ○66：○58、○61、○62又は○65の値のうち、最大の値をＲＥとする。 

   なお、1.3≦ＲＥ≦2.2を満足すること。 

 ⑹ 原動機定格出力 

   Ｅ＝ＲＥ・Ｋ・ＣＰ 

    ＝1.36×○66 (    )×⑧(    )×○67 (    ) 

    ＝○68 (    ) → ○69 (    ) 

       ○68：     上記の計算結果を原動機計算出力○68とする。 

       ○69：○68     の算出値以上の値を原動機定格出力○69とする。 

 ⑺ 整合 

   消防用設備等の非常電源として、有効かつ適切な自家発電設備の選定のために、発電機

出力と原動機出力には一定の関係があり、その適切な組み合わせを図る必要がある。 

   発電機定格出力○57と原動機定格出力○69の値が次式の関係にある場合、当該出力を 

自家発電設備の定格出力とする。 

   ＭＲ≧1.0 

    ＭＲ＝ 1.13 
Ｅ

Ｇ・Ｃｐ
 ＝ 1.13 

○69（    ）

○57（    ）×○67（    ）
 

      ＝○70 (    ) 

   なお、ＭＲ＜１.５となるように計画することが望ましい。
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様式４ 

自家発電設備出力計算シート（原動機・整合） 

ＲＥ１  ＝ 1.3Ｄ ＝ 1.3×㊶(    ) 
ＲＥ１ 

 ○58 (     ) 

ＲＥ２ 

デ
ィ
ー
ゼ
ル 

エ
ン
ジ
ン 

ＥＶの有無 

 

有 ・ 無 

 ＝ ｆｖ２{1.026ｄ＋（ 
1.163

ε
 ・ 

ｋｓ

Z‘ｍ
  cosθ

S
 －1.026ｄ）

Ｍ
２
′

Ｋ
 } 

 ＝㊳(  ){1.026×㊽(  )＋( 
1.163

○59 (  )
 ×○60  (  )－1.026×㊽(  ))× 

⑲(   )

⑧(   )
 ｝ ＝ 

ＲＥ２ 

 ○61 (     ) 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン 

 ＝ ｆｖ２｛ 
1.163

ε
 ・ 

ｋｓ

Z‘ｍ
 cosθ

S
 ・ 

Ｍ
２
′

Ｋ
 ｝ ＝(    )｛ 

1.163

(    )
 ・(    )× 

(    )

(    )
 ｝ ＝ 

ＲＥ２ 

 ○62 (     ) 

ＲＥ３ 

 ＝ 

ｆｖ
３

γ
 ｛1.368ｄ＋(1.163 

ｋｓ

Z‘ｍ
 cosθ

S
 －1.368ｄ) 

Ｍ
３
′

Ｋ
 ｝  

 ＝ 
(    )

(    )
 ｛1.368×(    )＋(1.163×(    )－1.368×(    )) 

(    )

(    )
 ） ＝ 

ＲＥ３ 

 ○65 (     ) 

ＲＥ     ＲＥ１、ＲＥ２、ＲＥ３のうち、最大値       ＲＥ＝ＲＥ（    ） 
ＲＥ 

 ○66 (     ) 

原動機定格出力Ｅ 

（ｋＷ） 

 ＝ ＲＥ・Ｋ・Ｃｐ 

 ＝○66 (    )×(    )×○67 (    )＝○68 (    )ｋＷ              ⇒       ○69 (     )ｋＷ 

整   合 

Ｍ Ｒ 
 ＭＲ ＝ 1.13 

Ｅ

Ｃｐ・Ｇ
 ＝ 1.13 

○69（    ）

○57（    ）×○67 (    ）
＝○70（    ）  ＭＲ ≧ 1.0 

     

自家発電設備の出力 
             ｋＶＡ  

   Ｇ ＝○57  (      )        力率 ＝ 0.8 

              ｋＷ      ディーゼルエンジン 

    Ｅ＝○69（     ）        ガスタービン（一軸・軸） 

備考１ ＥＶ有の場合、ｆｖ2、ｆｖ3＝1.0とし、ＥＶ無の場合のｆｖ2、ｆｖ3は、諸元表２－１による。 

備考２ ＭＲ＜1.0の場合は、ＭＲ≧1.0となるようにＥの値を増す。なお、ＭＲ＜1.5であることが望ましい。
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別添５ 原動機出力係数（ＲＥ）の算出式（詳細式） 

 

１ 定常負荷出力係数（ＲＥ１） 

   ＲＥ1＝ 
１

η
Ｌ

 ・Ｄ・
１

ηｇ
       

     ηＬ   ：負荷の総合効率 

          ηＬ＝
Ｋ

∑
ｍ
ｉ

η
ｉ

 

           Ｋ   ：負荷の出力合計（ｋＷ） 

           ｍｉ   ：個々の負荷機器の出力（ｋＷ） 

           ηｉ   ：当該負荷の効率 

     Ｄ   ：負荷の需要率 

     ηg   ：発電機の効率 

 

２ 許容回転数変動出力係数（ＲＥ２） 

   ＲＥ２＝ 
１

𝜀
 
ｆｖ

２

𝜂ｇ′
 ｛(ε－ａ) 

ｄ

𝜂
ｂ

 (１－ 

Ｍ
２
′

Ｋ
 )＋ 

ｋｓ

Ｚ‘ｍ
 cosθＳ 

Ｍ
２
′

Ｋ
 ｝ 

      ＝ 
１

𝜀
 
ｆｖ

２

𝜂ｇ′
 [(ε－ａ) 

ｄ

𝜂
ｂ

 ＋{
ｋｓ

Ｚ‘ｍ
 cosθＳ－(ε－ａ) 

ｄ

𝜂
ｂ

 } 
Ｍ

２
′

Ｋ
 ] 

       ε   ：原動機の無負荷時投入許容量（ＰＵ（自己容量ベース）） 

       ｆｖ２  ：瞬時回転数低下、電圧降下による投入負荷低減係数 

            通常の場合は、ｆｖ２＝1.0とし、次の条件に全て適合する場合は、 

            次式による。 

            ① すべて消防負荷で、下式のＭ2’に該当する負荷機器は、軽負荷

（ポンプ類）であること。 

            ② 原動機はディーゼル機関又はガスタービン（一軸）とし、ディ

ーゼル機関の場合は、Ｋ≦35ｋＷ、ガスタービンの場合は、Ｋ≦

55ｋＷであること。 
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            ③ 電動機の始動方式は、ラインスタート、Ｙ－△始動（クローズ

ドを含む）、リアクトル始動、コンドルファ始動、特殊コンドルフ

ァ始動であること。 

            ④ 負荷にエレベーターがないこと。 

            ⑤ 負荷に分負荷がないこと。 

            ⑥ Ｍ／Ｋ≧0.333であること。 

            計算式 

             ｆｖ２＝1.00－0.24×Ｍ２′／Ｋ 

       ηｇ′ ：発電機の過負荷時効率 

       ａ   ：原動機の仮想全負荷時投入許容量（ＰＵ） 

       ｄ   ：ベース負荷の需要率 

       ηｂ   ：ベース負荷の効率 

       ｋｓ  ：負荷の始動方式による係数 

       Z’m   ：負荷の始動時インピーダンス（ＰＵ） 

       cosθs ：負荷の始動時力率 

       Ｍ２′  ：負荷投入時の回転数変動が最大となる負荷機器の出力（ｋＷ） 

       Ｋ   ：負荷の出力合計（kW） 

 

３ 許容最大出力係数（ＲＥ３） 

   ＲＥ３＝ 
ｆｖ

３

γ
 

１

𝜂ｇ′
 ｛

ｄ

𝜂
ｂ

 (１－ 

Ｍ
３
′

Ｋ
 )＋ 

ｋｓ

Ｚ‘ｍ
 cosθＳ 

Ｍ
３
′

Ｋ
 ｝ 

      ＝ 
ｆｖ

３

γ
 

１

𝜂ｇ′
 { 

ｄ

𝜂
ｂ

 ＋(
ｋｓ

Ｚ‘ｍ
 cosθＳ－

ｄ

𝜂
ｂ

 ) 
Ｍ

３
′

Ｋ
 } 

       ｆｖ３  ：瞬時回転数低下、電圧降下による投入負荷低減係数 

           通常の場合は、ｆｖ３＝1.0とし、次の条件に全て適合する場合は、 

           次式による。 

           ① すべて消防負荷で、下式のＭ３′に該当する負荷機器は、軽負荷

（ポンプ類）であること。 
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           ② 原動機はディーゼル機関又はガスタービン（一軸）とし、ディー

ゼル機関の場合は、Ｋ≦35ｋＷ、ガスタービンの場合は、Ｋ≦55ｋ

Ｗであること。 

           ③ 電動機の始動方式は、ラインスタート、Ｙ－△始動（クローズド

を含む）、リアクトル始動、コンドルファ始動、特殊コンドルファ始

動であること。 

           ④ 負荷にエレベーターがないこと。 

           ⑤ 負荷に分負荷がないこと。 

           ⑥ Ｍ／Ｋ≧0.333であること。 

           計算式 

            ｆｖ３＝1.00－0.24×Ｍ３′／Ｋ 

       γ   ：原動機の短時間最大出力（ＰＵ） 

       ηｇ′ ：発電機の過負荷時効率 

       ｄ   ：ベース負荷の需要率 

       ηｂ  ：ベース負荷の効率 

       ｋｓ  ：負荷の始動方式による係数 

       Z’m   ：負荷の始動時インピーダンス（ＰＵ） 

       Cosθs ：負荷の始動時力率 

       Ｍ３′  ：負荷投入時に原動機出力を最大とする負荷機器の出力（ｋＷ） 

       Ｋ   ：負荷の出力合計（ｋＷ）  



- 1092 - 

別添６ 諸元表 

 

１ 自家発電設備の出力計算用諸元値 

 ⑴ 負荷機器の定常時定数 

負 
 

荷 

記 
 

号 

種 類 

出
力
換
算
係
数 

負荷表 

入力 

単位 

(※１) 

単相 

三相 

の別 

稼 
働 
率 

(※２) 

移 
動 
完 
了 
後 
の 
変 
動 
の 
有 
無 

(※３) 

出 
力 
範 
囲 
  

ｋＷ 
(※４) 

定常時定数 

ηi Cosθi 

高調波 

発生率 

ｈk 

多
重
化
効
果
の
有
無 

誘 

導 

電 

動 

機 

(※５) 

(※６) 

MLT 
低圧電動機 

(トップランナーモータ) 
1.000 

出力 

ｋＷ 
三相 1.000 無  ⑸表 ⑸表 0.000 無 

MLO 
低圧電動機 

(トップランナーモータ) 
1.000 

出力 

ｋＷ 
三相 1.000 無  ⑹表 ⑹表 0.000 無 

MH 高圧電動機 1.000 
出力 

ｋＷ 
三相 1.000 無  ⑺表 ⑺表 0.000 無 

VFT 
インバータ電動機 

(トップランナーモータ) 
1.000 

出力 

ｋＷ 
三相 1.000 無  0.800 1.000 0.491 

有 

(￥) 

VFO 
インバータ電動機 

(トップランナーモータ以外) 
1.000 

出力 

ｋＷ 
三相 1.000 無  0.800 1.000 0.491 

有 

(￥) 

MM 巻線形電動機 1.000 
出力 

ｋＷ 
三相 1.000 無  0.850 0.800 0.000 無 

SM1 双固定子電動機 1.000 
出力 

ｋＷ 
三相 1.000 無 

① 0.835 0.825 

0.000 無 
② 0.835 0.825 

③ 0.860 0.825 

④ 0.885 0.840 

電灯 

差込 

EL 白熱灯 1.000 
出力 

ｋＷ 
単相 1.000 無  1.000 1.000 0.000 無 

FL 蛍光灯 1.000 
出力 

ｋＷ 
単相 1.000 無  1.000 0.800 0.000 無 

CO 差込機器 1.000 
出力 

ｋＷ 
単相 1.000 無  1.000 0.800 0.000 無 

DN 電熱負荷 1.000 
出力 

ｋＷ 
単相 1.000 無  1.000 1.000 0.000 無 

P1 単相負荷一般 1.000 
出力 

ｋＷ 
単相 1.000 無  0.900 0.900 0.000 無 

整流器 

RF1 単相全波整流 1.000 
出力 

ｋＷ 
単相 1.000 無  0.800 0.850 0.570 

有 

(￥) 

RF3 ３相全波電流 1.000 
出力 

ｋＷ 
三相 1.000 無  0.800 0.850 0.491 

有 

(￥) 

CVCF 

CV1 単相全波整流 1.000 
出力 

ｋＶＡ 
単相 1.000 無  0.900 0.900 0.570 

有 

(￥) 

CV3 ３相全波電流 1.000 
出力 

ｋＶＡ 
三相 1.000 無  0.900 0.800 0.491 

有 

(￥) 

CV6 ６相全波電流 1.000 
出力 

ｋＶＡ 
三相 1.000 無  0.900 0.900 0.288 無 
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エ
レ
ベ
ー
タ
ー 

EV 

直流サイリスタレオナード 1.224 
出力 

ｋＷ 
三相 表 1-4 有  0.850 0.800 0.491 

有 

(￥) 

直流Ｍ－Ｇ 1.590 
出力 

ｋＷ 
三相 表 1-4 有  0.850 0.850 0.000 無 

交流帰還制御 1.224 
出力 

ｋＷ 
三相 表 1-4 有  0.850 0.800 0.491 

有 

(￥) 

交流ＶＶＶＦ 1.224 
出力 

ｋＷ 
三相 表 1-4 有  0.850 0.800 0.491 

有 

(￥) 

油圧制御 2.000 
出力 

ｋＷ 
三相 表 1-4 有  0.950 0.850 0.000 無 

注(※１) 出力ｍｉ(ｋＷ)は、以下により計算する。 

    ・ 負荷表入力単位が出力ｋＷのもの：ｍi＝出力換算係数×負荷表入力値 

    ・ 負荷表入力単位が出力ｋＶＡのもの：ｍi＝出力換算係数×負荷表入力値×力率 cosθi 

    ・ 負荷表入力単位が入力ｋＷのもの：ｍi＝出力換算係数×負荷表入力値×効率ηi 

    ・ 負荷表入力単位が入力ｋＶＡのもの：ｍi＝出力換算係数×負荷表入力値×力率 cosθi×効率ηi 

 (※２) 稼働率は、負荷出力合計Ｋ(ｋＷ)及び負荷の相当出力Ｍｐ(ｋＷ)を求める際に用いる。 

 (※３) 継続負荷は投入以後の各ステップにおいて継続的に投入負荷として扱われるものを示す。 

 (※４) 電動機出力(ｍi)により cosθsの値が変わるものについては、次のように出力範囲を区切る。 

    ①：5.5ｋＷ未満、②：5.5ｋＷ以上 11ｋＷ未満、③：11ｋＷ以上 30ｋＷ未満、④：30ｋＷ以上 

 (※５) VFO、MMは低圧、高圧共通とする。（VFTは、低圧のみ。） 

 (※６) MLT及び VFTの諸元値の出力範囲は、0.75ｋＷ以上 375ｋＷ以下とする。 

 

 ⑵ 負荷機器の需要率 

項目 記号 防災／一般の別 値 

負荷の需要率 Ｄ 

防災設備 1.0 

一般設備 
実情値 

（0.4～1.0） 

ベース負荷の需要率 ｄ 

防災設備 1.0 

一般設備 
実情値 

（0.4～1.0） 
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 ⑶ 負荷機器の始動時定数 

負 

荷 

記 

号 

種類 

始 動 時 定 数 

始 動 

方 式 
記
号 

出力 

範囲 

ｋＷ 

(※４) 

始 動 瞬 時 

RG2 RG3 RE2 RE3 

ｋｓ Ｚ‘ｍ ｋｓ Ｚ‘ｍ ｋｓ Ｚ‘ｍ Cosθs ｋｓ Ｚ‘ｍ Cosθs 

誘
導
電
動
機 

MLT 

低
圧
電
動
機
（
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
モ
ー
タ
） 

ライン 

スタート 
L 

① 

1.000 0.120 1.000 0.120 1.000 0.120 

0.600 

1.000 0.120 

0.600 

② 0.500 0.500 

③ 0.400 0.400 

④ 0.300 0.300 

Ｙ－⊿ 

始動 

(最大／次) 

Y 

① 

0.333 0.120 0.333 0.120 0.333 0.120 

0.600 

0.333 0.120 

0.600 

② 0.500 0.500 

③ 0.400 0.400 

④ 0.300 0.300 

Ｙ－⊿ 

始動 

(その他) 

Y 

① 

0.333 0.120 0.333 0.120 0.333 0.120 

0.600 

0.333 0.120 

0.600 

② 0.500 0.500 

③ 0.400 0.400 

④ 0.300 0.300 

クローズド 

Ｙ－⊿ 

始動 

(最大／次) 

YC 

① 

0.333 0.120 0.333 0.120 0.333 0.120 

0.600 

0.333 0.120 

0.600 

② 0.500 0.500 

③ 0.400 0.400 

④ 0.300 0.300 

クローズド 

Ｙ－⊿ 

始動 

(その他) 

YC 

① 

0.333 0.120 0.333 0.120 0.333 0.120 

0.600 

0.333 0.120 

0.600 

② 0.500 0.500 

③ 0.400 0.400 

④ 0.300 0.300 

リアクトル 

始動 
R 

① 

0.700 0.120 0.700 0.120 0.490 0.120 

0.600 

0.490 0.120 

0.600 

② 0.500 0.500 

③ 0.400 0.400 

④ 0.300 0.300 

コンドルファ始動 C 

① 

0.490 0.120 0.490 0.120 0.490 0.120 

0.600 

0.490 0.120 

0.600 

② 0.500 0.500 

③ 0.400 0.400 

④ 0.400 0.400 

特殊 

コンドルファ 

始動 

SC 

① 

0.250 0.120 0.250 0.120 0.250 0.120 0.400 0.250 0.120 0.400 
② 

③ 

④ 

連続電圧 

制御始動 
VC 

① 

0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.300 0.120 0.120 0.300 
② 

③ 

④ 

MLO 

低
圧
電
動
機 

ライン 

スタート 
L 

① 

1.000 0.140 1.000 0.140 1.000 0.140 

0.700 

1.000 0.140 

0.700 

② 0.600 0.600 

③ 0.500 0.500 

④ 0.400 0.400 
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誘
導
電
動
機 

MLO 

（
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
モ
ー
タ
以
外
） 

Ｙ－⊿ 

始動 

(最大／次) 

Y 

① 

0.333 0.140 0.333 0.140 0.333 0.140 

0.700 

0.333 0.140 

0.700 

② 0.600 0.600 

③ 0.500 0.500 

④ 0.400 0.400 

Ｙ－⊿ 

始動 

(その他) 

Y 

① 

0.333 0.140 0.333 0.140 0.333 0.140 

0.700 

0.333 0.140 

0.700 

② 0.600 0.600 

③ 0.500 0.500 

④ 0.400 0.400 

クローズド 

Ｙ－⊿ 

始動 

(最大／次) 

YC 

① 

0.333 0.140 0.333 0.140 0.333 0.140 

0.700 

0.333 0.140 

0.700 

② 0.600 0.600 

③ 0.500 0.500 

④ 0.400 0.400 

クローズド 

Ｙ－⊿ 

始動 

(その他) 

YC 

① 

0.333 0.140 0.333 0.140 0.333 0.140 

0.700 

0.333 0.140 

0.700 

② 0.600 0.600 

③ 0.500 0.500 

④ 0.400 0.400 

リアクトル 

始動 
R 

① 

0.700 0.140 0.700 0.140 0.490 0.140 

0.700 

0.490 0.140 

0.700 

② 0.600 0.600 

③ 0.500 0.500 

④ 0.400 0.400 

コンドルファ始動 C 

① 

0.490 0.140 0.490 0.140 0.490 0.140 

0.700 

0.490 0.140 

0.700 

② 0.600 0.600 

③ 0.500 0.500 

④ 0.500 0.500 

特殊 

コンドルファ 

始動 

SC 

① 

0.250 0.140 0.250 0.140 0.250 0.140 0.500 0.250 0.140 0.500 
② 

③ 

④ 

連続電圧 

制御始動 
VC 

① 

0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.400 0.140 0.140 0.400 
② 

③ 

④ 

MH 

高
圧
電
動
機 

ライン 

スタート 
L  1.000 0.180 1.000 0.180 1.000 0.180 0.400 1.000 0.180 0.400 

Ｙ－⊿ 

始動 
Y  0.333 0.180 0.333 0.180 0.333 0.180 0.400 0.333 0.180 0.400 

リアクトル 

始動 
R  0.700 0.180 0.700 0.180 0.700 0.180 0.400 0.700 0.180 0.400 

コンドルファ始動 C  0.490 0.180 0.490 0.180 0.490 0.180 0.400 0.490 0.180 0.400 

特殊 
コンドルファ 

始動 
SC  0.250 0.180 0.250 0.180 0.250 0.180 0.470 0.250 0.180 0.470 

VFT 

インバーター 
電動機 

(トップランナー 
モータ) 

  0.000 0.120 0.000 0.120 0.000 0.120 0.000 0.000 0.120 0.000 

VFO 

インバーター 
電動機 

(トップランナー 
モータ以外) 

  0.000 0.140 0.000 0.140 0.000 0.140 0.000 0.000 0.140 0.000 
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誘
導
電
動
機 

MM 巻線型電動機   1.000 0.450 1.000 0.450 1.000 0.450 0.700 1.000 0.450 0.700 

SM1 
双固定子 

電動機 
 

① 0.333 0.256 0.333 0.256 0.333 0.256 0.650 0.333 0.256 0.650 

② 0.333 0.256 0.333 0.256 0.333 0.256 0.650 0.333 0.256 0.650 

③ 0.333 0.256 0.333 0.256 0.333 0.256 0.600 0.333 0.256 0.600 

④ 0.333 0.290 0.333 0.290 0.333 0.290 0.550 0.333 0.290 0.550 

電
灯
差
込 

EL 白熱灯   1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

FL 蛍光灯   1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

CO 差込機器   1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

DN 電熱負荷   1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

P1 単相負荷一般   1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

整
流
器 

RF1 単相全波整流   1.000 0.680 1.000 0.680 1.000 0.680 0.850 1.000 0.680 0.850 

RF3 ３相全波電流   1.000 0.680 1.000 0.680 1.000 0.680 0.850 1.000 0.680 0.850 

 

CV1 単相全波整流   1.000 0.900 1.000 0.900 1.000 0.900 0.900 1.000 0.900 0.900 

CV3 ３相全波電流   1.000 0.900 1.000 0.900 1.000 0.900 0.900 1.000 0.900 0.900 

CV6 ６相全波電流   1.000 0.900 1.000 0.900 1.000 0.900 0.900 1.000 0.900 0.900 

エ
レ
ベ
ー
タ
ー 

EV 

 
直流 

サイリスタ 
レオナード 

TH  0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 

 直流Ｍ－Ｇ MG  1.000 0.540 1.000 0.540 1.000 0.540 0.500 1.000 0.540 0.500 

 交流帰還制御 FB  1.000 0.204 1.000 0.204 1.000 0.204 0.800 1.000 0.204 0.800 

 交流ＶＶＶＦ VF  0.000 0.340 0.000 0.340 0.000 0.340 0.000 0.000 0.340 0.000 

 油圧制御 OY  1.000 0.400 1.000 0.400 1.000 0.400 0.500 1.000 0.400 0.500 
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 ⑶ 負荷機器の始動時定数（続き） 

負 

荷 

記 

号 

種類 

始 動 時 定 数 

始 動 

方 式 
記
号 

出力 

範囲 

ｋＷ 

(※４) 

始 動 中 

RG2 RG3 RE2 RE3 

ｋｓ Ｚ‘ｍ ｋｓ Ｚ‘ｍ ｋｓ Ｚ‘ｍ Cosθs ｋｓ Ｚ‘ｍ Cosθs 

誘
導
電
動
機 

MLT 

低
圧
電
動
機
（
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
モ
ー
タ
） 

ライン 

スタート 
L 

① 

0.000 0.650 1.000 0.650 0.000 0.650 0.750 1.000 0.650 0.750 
② 

③ 

④ 

Ｙ－⊿ 

始動 

(最大／次) 

Y 

① 

0.667 0.120 0.667 0.120 0.667 0.120 

0.600 

0.667 0.120 

0.600 

② 0.500 0.500 

③ 0.400 0.400 

④ 0.300 0.300 

Ｙ－⊿ 

始動 

(その他) 

Y 

① 

0.000 0.650 1.000 0.650 0.000 0.650 0.750 1.000 0.650 0.750 
② 

③ 

④ 

クローズド 

Ｙ－⊿ 

始動 

(最大／次) 

YC 

① 

0.333 0.120 0.667 0.120 0.500 0.120 

0.600 

0.667 0.120 

0.600 

② 0.500 0.500 

③ 0.400 0.400 

④ 0.300 0.300 

クローズド 

Ｙ－⊿ 

始動 

(その他) 

YC 

① 

0.000 0.650 1.000 0.650 0.000 0.650 0.750 1.000 0.650 0.750 
② 

③ 

④ 

リアクトル 

始動 
R 

① 

0.000 0.120 0.700 0.120 0.000 0.120 

0.600 

0.490 0.120 

0.600 

② 0.500 0.500 

③ 0.400 0.400 

④ 0.300 0.300 

コンドルファ始動 C 

① 

0.000 0.120 0.490 0.120 0.000 0.120 

0.600 

0.490 0.120 

0.600 

② 0.500 0.500 

③ 0.400 0.400 

④ 0.400 0.400 

特殊 

コンドルファ 

始動 

SC 

① 

0.000. 0.120 0.420 0.120 0.000 0.120 0.400 0.490 0.120 

0.600 

② 0.500 

③ 0.400 

④ 0.400 

連続電圧 

制御始動 
VC 

① 

0.000 0.120 1.000 0.340 0.000 0.120 0.300 1.000 0.340 0.300 
② 

③ 

④ 

MLO 

低
圧
電
動
機 

ライン 

スタート 
L 

① 

0.000 0.680 1.000 0.680 0.000 0.680 0.800 1.000 0.680 0.800 
② 

③ 

④ 
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誘
導
電
動
機 

MLO 

（
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
モ
ー
タ
以
外
） 

Ｙ－⊿ 

始動 

(最大／次) 

Y 

① 

0.667 0.140 0.667 0.140 0.667 0.140 

0.700 

0.667 0.140 

0.700 

② 0.600 0.600 

③ 0.500 0.500 

④ 0.400 0.400 

Ｙ－⊿ 

始動 

(その他) 

Y 

① 

0.000 0.680 1.000 0.680 0.000 0.680 

0.700 

1.000 0.680 

0.700 

② 0.600 0.600 

③ 0.500 0.500 

④ 0.400 0.400 

クローズド 

Ｙ－⊿ 

始動 

(最大／次) 

YC 

① 

0.333 0.140 0.667 0.140 0.500 0.140 

0.700 

0.667 0.140 

0.700 

② 0.600 0.600 

③ 0.500 0.500 

④ 0.400 0.400 

クローズド 

Ｙ－⊿ 

始動 

(その他) 

YC 

① 

0.000 0.680 1.000 0.680 0.000 0.680 

0.700 

1.000 0.680 

0.700 

② 0.600 0.600 

③ 0.500 0.500 

④ 0.400 0.400 

リアクトル 

始動 
R 

① 

0.000 0.140 0.700 0.140 0.000 0.140 

0.700 

0.490 0.140 

0.700 

② 0.600 0.600 

③ 0.500 0.500 

④ 0.400 0.400 

コンドルファ始動 C 

① 

0.000 0.140 0.490 0.140 0.000 0.140 

0.700 

0.490 0.140 

0.700 

② 0.600 0.600 

③ 0.500 0.500 

④ 0.500 0.500 

特殊 

コンドルファ 

始動 

SC 

① 

0.000 0.140 0.420 0.140 0.000 0.140 0.500 0.490 0.140 

0.700 

② 0.600 

③ 0.500 

④ 0.500 

連続電圧 

制御始動 
VC 

① 

0.000 0.140 1.000 0.340 0.000 0.140 0.400 1.000 0.340 0.400 
② 

③ 

④ 

MH 

高
圧
電
動
機 

ライン 

スタート 
L  0.000 0.180 1.000 0.680 0.000 0.180 0.400 1.000 0.680 0.400 

Ｙ－⊿ 

始動 
Y  0.667 0.180 0.667 0.180 0.667 0.180 0.400 0.667 0.180 0.400 

リアクトル 

始動 
R  0.000 0.180 0.700 0.180 0.000 0.180 0.400 0.700 0.180 0.400 

コンドルファ始動 C  0.000 0.180 0.490 0.180 0.000 0.180 0.400 0.490 0.180 0.400 

特殊 
コンドルファ 

始動 
SC  0.000 0.180 0.420 0.180 0.000 0.180 0.470 0.420 0.180 0.470 

VFT 

インバーター 
電動機 

(トップランナー 
モータ) 

  0.000 0.120 1.000 0.650 0.000 0.120 0.850 1.000 0.650 0.850 

VFO 

インバーター 
電動機 

(トップランナー 
モータ以外) 

  0.000 0.140 1.000 0.680 0.000 0.140 0.850 1.000 0.680 0.850 
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誘
導
電
動
機 

MM 巻線型電動機   0.000 0.450 1.000 0.450 0.000 0.450 0.700 1.000 0.450 0.700 

SM1 
双固定子 

電動機 
 

① 0.000 0.408 1.000 0.408 0.000 0.408 0.650 1.000 0.408 0.650 

② 0.000 0.408 1.000 0.408 0.000 0.408 0.650 1.000 0.408 0.650 

③ 0.000 0.408 1.000 0.408 0.000 0.408 0.700 1.000 0.408 0.700 

④ 0.000 0.392 1.000 0.392 0.000 0.392 0.700 1.000 0.392 0.700 

電
灯
差
込 

EL 白熱灯   0.000 1.000 1.000 1.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

FL 蛍光灯   0.000 1.000 1.000 1.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

CO 差込機器   0.000 1.000 1.000 1.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

DN 電熱負荷   0.000 0.680 1.000 0.680 0.000 0.680 0.850 1.000 0.680 0.850 

P1 単相負荷一般   0.000 0.680 1.000 0.680 0.000 0.680 0.850 1.000 0.680 0.850 

整
流
器 

RF1 単相全波整流   0.000 0.680 1.000 0.680 0.000 0.680 0.850 1.000 0.680 0.850 

RF3 ３相全波電流   0.000 0.680 1.000 0.680 0.000 0.680 0.850 1.000 0.680 0.850 

 

CV1 単相全波整流   0.000 0.900 1.000 0.900 0.000 0.900 0.900 1.000 0.900 0.900 

CV3 ３相全波電流   0.000 0.900 1.000 0.900 0.000 0.900 0.900 1.000 0.900 0.900 

CV6 ６相全波電流   0.000 0.900 1.000 0.900 0.000 0.900 0.900 1.000 0.900 0.900 

エ
レ
ベ
ー
タ
ー 

EV 

 
直流 

サイリスタ 
レオナード 

TH  0.000 1.000 1.000 0.340 0.000 1.000 0.000 0.000 0.340 0.800 

 直流Ｍ－Ｇ MG  1.000 0.270 1.000 0.270 1.000 0.270 0.500 1.000 0.400 0.850 

 交流帰還制御 FB  0.000 0.204 1.000 0.204 0.000 0.204 0.000 1.000 0.204 0.800 

 交流ＶＶＶＦ VF  0.000 0.340 1.000 0.340 0.000 0.340 0.000 1.000 0.340 0.800 

 油圧制御 OY  1.000 0.200 1.000 0.200 1.000 0.200 0.500 1.000 0.200 0.500 

 

 

 ⑷ エレベーター台数による換算係数 

台数による 

換算係数 

台数 

(ｎ) 
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 

Ｕｖ 1.00 2.00 2.70 3.10 3.25 3.30 3.71 4.08 4.45 4.80 
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 ⑸ 低圧電動機（トップランナーモータ）の力率、効率表 

定格出力 

Ｍi（ｋＷ） 

効率 

ηi 

効率 

Cosθi 

0.75 0.755 0.666 

1.50 0.825 0.690 

2.20 0.843 0.713 

3.70 0.865 0.737 

5.50 0.880 0.765 

7.50 0.891 0.767 

11.00 0.902 0.771 

15.00 0.902 0.776 

18.50 0.910 0.780 

22.00 0.910 0.784 

30.00 0.917 0.793 

37.00 0.924 0.806 

    備考 中間値の場合は直近下位の値を、37ｋＷを超え 375ｋＷ以下のものは 37

ｋＷの値を使用する。 

 

 

 ⑹ 低圧電動機（トップランナーモータ以外）の力率、効率表 

定格出力 

Ｍi（ｋＷ） 

効率 

ηi 

効率 

Cosθi 

0.75 0.745 0.720 

1.50 0.785 0.775 

2.20 0.810 0.800 

3.70 0.835 0.800 

5.50 0.850 0.800 

7.50 0.860 0.805 

11.00 0.870 0.810 

15.00 0.880 0.815 

18.50 0.890 0.820 

22.00 0.895 0.820 

30.00 0.900 0.825 

37.00 0.900 0.830 

    備考 0.75ｋＷ未満のときは、0.75ｋＷの値を、中間値の場合は直近下位の値

を、37ｋＷを超えるものは 37ｋＷの値を使用する。  
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 ⑺ 高電圧電動機の力率、効率表 

定格出力 

Ｍi（ｋＷ） 

効率 

ηi 

効率 

Cosθi 

37 0.855 0.800 

40 0.860 0.805 

50 0.870 0.815 

55 0.875 0.820 

60 0.875 0.825 

75 0.880 0.830 

100 0.890 0.845 

110 0.890 0.845 

125 0.895 0.850 

150 0.900 0.855 

200 0.905 0.860 

    備考 37ｋＷ未満のときは、37ｋＷの値を、中間値の場合は直近下位の値を、

200ｋＷを超えるものは 200ｋＷの値を使用する。  
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２ 発電機の出力計算用諸元値 

項   目 記 号 値 記  事 

効  率 

定常運転時効率 ηｇ 表２－２の値 ＪＥＭ1354に規定する規約効率 

短時間負荷時効率 ηｇ′ 表２－２の値×0.95 規約効率(ＪＥＭ)の 95％ 

過電流耐力 
発電機の短時間 

(15秒)過電流耐力 
ＫＧ３ 1.500 ＪＥＭ1354の規定による。 

許容逆相 

電  流 

発電機の許容逆相 

電流による係数 
ＫＧ４ 

0.150 

（0.150～0.300） 

ＪＥＭ1354の規定は、0.150で

ある。0.150を超える(  )内

の仕様のものは、特別仕様とな

り、特別発注となる。 

発電機定数 

負荷投入時における 

電圧降下を評価した 

インピーダンス分 

ｘｄ’ｇ 
0.250 

（0.125～0.430） 
 

許  容 

電圧降下 

エレベーターが含まれない 

一般負荷の場合 ⊿Ｅ 

0.250 

（0.200～0.300） 
 

エレベーターが含まれる場合 0.200  

力  率 発電機の定格効率 Cosθg 0.800  

回転数低下 

電圧降下 

瞬時回転数低下、電圧降下に

よる投入負荷減少係数 
fv 

備考の計算式により

求められた値 
２－１参照 

備考１ （ ）内の値は、特別仕様の場合に用いるものとする。 

  ２ ＫＧ３は、Ｋ≦50ｋＷの場合には、形式認定を受けた自家発電装置に限りＫＧ３＝1.65とすることができる。 

  ３ xd’g は、２極機でＫ≦50ｋＷの場合には、形式認定を受けた自家発電装置に限り xd’g＝0.125とすることがで

きる。 

  ４ fvの計算式は、次のとおりとする。 

     fv１＝1.000－0.120×Ｍ３／Ｋ 

     fv２＝1.000－0.240×Ｍ２’／Ｋ 

     fv３＝1.000－0.240×Ｍ３’／Ｋ 

２－１ 瞬時回転数低下、電圧降下による負荷減少係数（fv）の値 

    通常の場合は、fv１、fv２、fv３＝1.0とし、次の条件に全て適合する場合は、次による。 

    ➀ すべての消防負荷で、下式のＭ３、Ｍ２’、Ｍ３’に該当する負荷機器は、軽負荷（ポンプ類）であること 

    ➁ 原動機は、ディーゼル機関又はガスタービン（一軸）とし、ディーゼル機関の場合は、Ｋ≦35ｋＷ、ガ

スタービンの場合は、Ｋ≦55ｋＷであること 

    ➂ 電動機の始動方式は、ラインスタート、Y－Δ始動(クローズドを含む)、リアクトル始動、コンドルファ

始動、特殊コンドルファ始動であること 

    ➃ 負荷にエレベーターがないこと 

    ➄ 負荷に分負荷がないこと 

    ➅ Ｍ／Ｋ≧0.333であること 

     計算式 

      fv１＝1.00－0.120×Ｍ３／Ｋ 

      fv２＝1.00－0.240×Ｍ２’／Ｋ 

      fv３＝1.00－0.240×Ｍ３’／Ｋ  



- 1103 - 

２－２ 発電機効率 

定格出力 発電機効率 

ηｇ ｋＶＡ ｋＷ 

20.0 16 79.0 

37.5 30 82.5 

50.0 40 84.3 

62.5 50 85.2 

75.0 60 85.7 

100.0 80 86.7 

125.0 100 87.6 

150.0 120 88.1 

200.0 160 88.9 

250.0 200 89.5 

300.0 240 90.0 

375.0 300 90.6 

500.0 400 91.3 

625.0 500 91.9 

750.0 600 92.3 

875.0 700 92.5 

1000.0 800 92.8 

1250.0 1000 93.2 

1500.0 1200 93.4 

2000.0 1600 93.8 

2500.0 2000 93.9 

3125.0 2500 94.0 

備考１ 短時間過負荷時発電効率ηｇ´は上表のηｇの値の 95％とする。 

  ２ 20ｋＶＡ未満のときは、20ｋＶＡの値を、中間値の場合は直近上位の値を、3125ｋＶＡを超えるものは 3125

ｋＶＡの値とする。  
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３ 原動機の出力計算用諸元値 

記号 
発電機出力 

（ｋＷ） 

ディーゼル 

エンジン 

ガスタービン ガスエンジン 

一軸形 二軸形 
三元触媒方式 

過給機無し 過給機有り 

ε 

125以下のもの 
0.8～1.1 

（1.0） 

1.0～1.1 

（1.0） 
― 

0.5～1.0 

（0.7） 

0.3～1.0 

（0.5） 

125を超え 250以下 
0.6～1.1 

（0.8） 

1.0～1.1 

（1.0） 
― 

250を超え 400以下 
0.5～1.0 

（0.7） 

0.85～1.0 

（1.0） 
― 

400を超え 800以下 
0.5～1.0 

（0.6） 

0.7～1.0 

（1.0） 

0.7～0.85 

（1.0） 

800を超え 3000以下 
0.5～1.0 

（0.5） 

0.7～1.0 

（0.85） 

0.5～0.75 

（0.7） 

0.2～1.0 

（0.4） 

γ 

(15秒) 
― 

1.0～1.3 

(普通型 1.0) 

(長時間型 1.1) 

1.05～1.3 

（1.31） 

1.05～1.3 

（1.1） 

1.0～1.1 

（1.05） 

1.1 

（1.1） 

γ 

(１秒) 

250以下のもの 1.0～1.3 

(普通型 1.0) 

(長時間型 1.1) 

1.1～1.5 

（1.3） 1.1～1.3 

（1.1） 

1.0～1.1 

（1.05） 

1.1 

（1.1） 
250を超え 400以下 

1.1～1.5 

（1.2） 

ａ ― 
0.1ε～ε 

（0.25ε） 
ε ε 

0.1ε～ε 

（0.25ε） 

0.1ε～ε 

（0.25ε） 

備考１ このε、γ及びａの値は、発電機端子における原動機固有の特性としての表に示すとおりである。 

    計画時点で原動機を特定できない場合には、ε、γ及びａの値は、括弧内の値を使用して計算する。 

  ２ この表に示す出力を超える大容量のものについては、当該発電装置の実測値とする。 

  ３ ガスエンジン発電装置で希薄燃焼方式及びガスタービン発電装置で希薄予混合燃焼方式は、当該発電装置の

実測値とする。 

  ４ γの値は、γ（15秒）の値を用いる。 

  ５ 製造者の保証値を使用する場合は、その値を諸元値として計算を行ってよい。 

  ６ この値は、日本内燃力発電設備協会 NEGA Ｇ 151-1996（発電機駆動用原動機の負荷投入特性の指針）に準拠

して作られており、εは原動機の無負荷時投入許容量（pu）、γは原動機の短時間最大出力（pu）、ａは原動機

の仮想全負荷時投入許容量（pu）を示す。 

  ７ 発電装置出力 24ｋＷ以下、ディーゼルエンジン駆動で単一負荷に近い場合等においては、自家発電装置の認

定取得者に限り、ε≦1.2、γ≦1.4とすることができる。  
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別添７ 

 

 

 

耐熱型閉端接続子工法 

 

 

 

 

              １ ボックス内直線接続工法 

              ２ ボックス内分岐接続工法 

              ３ 露出配線接続工法 

              ４ 天井裏隠ぺい配線接続工法  
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１ ボックス内直線接続方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜作業手順＞ 

 ⑴ 電線をシース、絶縁体の順に剥ぎ取る（段むき）。 

 ⑵ 耐熱型閉端接続子を専用工具により、導体相互を接続する。 

 ⑶ 撚線と単線を接続する場合は、撚線を単線に巻きつけるか又は撚線をはんだ揚げして、

耐熱型平坦接続子に差込み専用工具により導体相互を接続する。 

   なお、撚線と撚線の接続は、導体相互を巻きつけるか又ははんだ揚げして導体相互を接

続する。 

 ⑷ 接続部をボックスに入れて、ボックスの蓋を閉じる。 

 ⑸ ボックスの電線入口部で電線とボックスの隙間が大きい場合には、自己融着性テープ、

粘着ビニルテープなどで巻きあげる。  
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２ ボックス内分岐工法 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜作業手順＞ 

 ⑴ 導体の配線被覆寸法は、前１による。 

 ⑵ 電線をシース、絶縁体の順に剥ぎ取る（段むき）。 

 ⑶ 耐熱型閉端接続子を専用工具により、導体接続する。 

 ⑷ 撚線と単線を接続する場合は、撚線を単線に巻きつけるか又は撚線をはんだ揚げして、

耐熱型平坦接続子に差込み専用工具により導体相互を接続する。 

   なお、撚線と撚線の接続は、導体相互を巻きつけるか又ははんだ揚げして導体相互を接

続する。 

 ⑸ 接続部をボックスに入れて、ボックスの蓋を閉じる。 

 ⑹ ボックスの電線入口部で電線とボックスの隙間が大きい場合には、自己融着性テープ、

粘着ビニルテープなどで巻きあげる。 

 

３ 露出配線接続工法 
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 ＜作業手順＞ 

 ⑴ 導体の配線被覆寸法は、前１による。 

 ⑵ 電線をシース、絶縁体の順に剥ぎ取る（段むき）。 

 ⑶ 耐熱型閉端接続子を専用工具により、導体接続する。 

 ⑷ 撚線と単線を接続する場合は、撚線を単線に巻きつけるか又は撚線をはんだ揚げして、

耐熱型平坦接続子に差込み専用工具により導体相互を接続する。 

   なお、撚線と撚線の接続は、導体相互を巻きつけるか又ははんだ揚げして導体相互を接

続する。 

 ⑸ 接続部をジョイントボックスに入れて、ジョイントボックスの蓋を閉じる。 

 

４ 天井裏隠ぺい配線接続工法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜作業手順＞ 

 ⑴ 導体の配線被覆寸法は、前１による。 

 ⑵ 電線をシース、絶縁体の順に剥ぎ取る（段むき）。 

 ⑶ 耐熱型閉端接続子を専用工具により、導体接続する。 

 ⑷ 撚線と単線を接続する場合は、撚線を単線に巻きつけるか又は撚線をはんだ揚げして、

耐熱型平坦接続子に差込み専用工具により導体相互を接続する。 

   なお、撚線と撚線の接続は、導体相互を巻きつけるか又ははんだ揚げして導体相互を接

続する。 


